
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県版) 令和３年２月１５日更新

№ 質問 回答 受付番号

複数事業にまたがる内容

1 支援金の上限額はいくらですか。 基準単価一覧表に記載しておりますので、そちらでご確認ください。 -

2 支援金は基準単価一覧表に記載されている金額で一律に支給されるのですか。

基準単価一覧表に記載されている金額は給付上限額となります。したがって、実際に
支出した金額がこの金額に満たない場合は、実際に支払った金額の補助となります。
ただし、「在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業」は対象利
用者数や実施形態に応じた一律支給となります。

-

3 支援金は、いつからいつまで使った経費が補助対象になるのですか。
令和２年４月１日から令和３年３月３１日（令和２年度中）までの間に使った経費が補
助対象となります。

-

4
慰労金と支援金の申請書が一体となっていますが、慰労金の申請額は決まってい
るものの、支援金を活用した物品の購入についてはこれから検討するところです。
どのように申請したらよいでしょうか。

支援金については、令和３年３月３１日までの期間に、基準額（上限額）までの利用が
見込まれる場合は、基準額での申請をしていただいて結構です。

-

5
支援金について、基準額での申請をしたものの、令和２年度末までに基準額まで
経費を使用しなかった場合は、返納しなければなりませんか。

補助金額と実支出額との差額を返納していただくことになります。ただし、支援金の対
象は、感染症対策に要する経費が幅広く認められますので、必要な経費に活用してく
ださい。

-

6 慰労金や支援金の対象事業所について、「医療みなし」の事業所も含まれますか。
介護保険の事業実績がない場合は対象となりませんが、令和２年１月１５日以降に介
護報酬の請求実績を行っている事業所は対象となります。

-

7
地域包括支援センターは対象に含まれますか。対象となる場合、市役所内の地域
包括支援センターも補助対象に含まれますか。

地域包括支援センターも対象となります。また、公立、民間は問いません。 -

8
対象施設となる養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付
き高齢者向け住宅には、何か制約はありますか。

ありません。養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームは、（介護予防）特
定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けて
いなくても対象となり、サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当しな
い施設でも対象となります。

-

本Q&Aにおいては、次の３つの事業を「支援金」と総称してます。また、事業名を簡略化し、（　）のように記載している場合があります。

①感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業（感染症対策支援事業）　　②在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業（再開支援事業）

③在宅サービス事業所における環境整備への助成事業（環境整備助成事業）
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№ 質問 回答 受付番号

9 これから事業所を開設する予定です。支援金の対象になりますか。
制度的には、令和２年度内に事業を開始した事業所までが対象となります。また、新
規開設の場合は、事業開始前に新型コロナへの対応を踏まえた準備を行うことが想
定されるため、事業開始前に購入等した費用も対象となります。

-

10
複数の介護保険事業所を経営しています。その内の一部事業所について債権譲
渡をしている場合、申請先は「秋田県」と「国保連」どちらになりますか。

債権譲渡している事業所の申請先は「秋田県」になります。それ以外の事業所につい
ては「国保連」となります。（申請書を分けて作成してください。）

2

11
申請時期に関して、慰労金の申請を先に行い、かかり増し経費の申請は取りまと
めが終わり次第申請してもよいのでしょうか。それとも、全ての申請をまとめて行わ
なければいけないのでしょうか。

支援金については、年度末までの利用を見込み、基準額（限度額）で申請を行うこと
が可能です。各事業者にとっても、申請手続きの効率化になると思いますので、慰労
金の対象人数が固まった段階で、慰労金と支援金の申請をまとめて行っていただくこ
とをおすすめいたします。（※支援金は各事業者において「感染症対策のためのかか
り増し経費である」ことが合理的に説明できれば対象となります。有効に御活用くださ
い。）

8-3
10

12
実績報告は事業者番号ごとの報告になるのでしょうか。
また、複数の事業所が会計上同一の拠点区分となっている場合、領収書は拠点
名でよいのでしょうか。それとも事業所番号単位ごとに必要ですか。

実績報告書の様式は申請書の様式について「交付申請書」を「実績報告書」と、「申請
額」、「所要額」及び「補助予定額」を「支払済額」と読み替えて使用することを想定して
います。領収書は複数の事業所が会計上同一の拠点区分となっている場合は、拠点
名で差し支えありません。

11-6

13
地域包括支援センターは介護サービス提供支援事業、慰労金支給事業、再開支
援助成事業、環境整備助成事業、のいずれも対象になりますか。対象となる場
合、それぞれの事業の基準単価を教えてください。

地域包括支援センターはいずれの事業でも対象となります。なお、単価表は「居宅介
護支援事業所」と同一となります。

12-1

14
複数の事業所を経営しておりますが、事業所ごとに介護保険報酬振込先の銀行
が異なります。こういった場合、複数事業所を集約せずに個別に申請することは可
能でしょうか。

 そのような場合は、事業所ごとの申請も可能ですので、集約せず、個別に申請をお願
 いいたします。
（8/6訂正）
事業所ごとの申請も可能ですが、法人一括で申請した場合でも、国保連に登録されて
いる各事業所ごとの口座に振り込まれることになります。

16

15
当法人は、有料老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援の３施設を経営
していますが、3施設それぞれに助成金が出ますか。

「感染症対策支援事業」につきましては、３施設それぞれについて給付金の対象とな
ります。さらに、デイサービスセンターと居宅介護支援事業所につきましては、「在宅
サービス事業所における環境整備への助成事業」の対象にもなります。

17-1

16

慰労金の申請は法人でまとめて申請できるとのことですが、指定を受けていない
サービス付き高齢者向け住宅は一緒に請求できますか。また、サービス付き高齢
者向け住宅だけ県に直接申請する場合、振込先はどのように記入すればよいです
か。

指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅につきましては、国保連で振込先
を把握していないため、他の事業所とまとめて国保連に申請書を提出することはでき
ません。当該サ高住の分のみ、申請書を分けて県に直接提出してください。詳しくは、
下記のサイトを御参照ください。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/51310

28
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№ 質問 回答 受付番号

17
ファクタリングを利用していますが、債権譲渡に該当しますか。また、秋田県に直
接請求する場合請求先はどうなりますか。

債権譲渡している場合の申請書の提出先を県にしているのは、国保連に申請書の提
出がなされた場合、給付金が債権譲渡先に振り込まれてしまうためです。ファクタリン
グの利用により、国保連に登録されている口座が給付を受けるべき事業所以外の口
座になっている場合は、直接県に申請書を提出してください。申請書の提出先等、詳
しくは下記のサイトを御参照ください。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/51310

36

18

訪問看護ステーションは医療分・介護分どちらにも当てはまるように記載がありま
す。慰労金については、同じ従業員について医療・介護の両方から申請しても重
複となり、返戻の対象になるかと思いますが支援金の場合はどうなりますか。
名目上、医療保険の利用者に使用する機器・材料に係る金額と、介護保険の利用
者に使用する機器・材料に係る金額を分けて購入することにより、医療・介護どち
らにも支援金の申請は可能になりますか。

支援金につきましては、医療、介護それぞれの事業において、かかり増し経費が発生
していると考えられますので、それぞれのサービスの上限額まで申請が可能です。た
だし、同一の対象について重複して支援金を申請することはできませんので御注意く
ださい。慰労金につきましては、お見込みのとおり、受領委任に当たって、職員は他機
関との重複受領をしない旨の誓約を記載する必要があり、同一の職員が両慰労金を
受け取ることは禁止されます。

44

19

当介護老人福祉施設は、軽費老人ホーム（ケアハウス）を併設しております。この
場合、国保連に申請するのは介護老人福祉施設分のみですか、それとも軽費老
人ホーム分も含めて申請するのですか。また、県に申請するのは、軽費老人ホー
ム分のみですか、それとも介護老人福祉施設分も含めて申請するのですか。

軽費老人ホームが「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、国保連
にまとめて申請することができますが、指定を受けていない場合は、申請書を分けて
作成し、介護老人福祉施設分は国保連に、軽費老人ホーム分は県に、それぞれ提出
していただく必要があります。

47-1

20
感染症対策支援事業、環境整備助成事業については、予算上限による事業の打
ち切り等はなく、対象期間内の対象経費について助成上限額以上の実支出があっ
た場合は、確実に助成上限額まで支給されるということでよろしいでしょうか。

感染症対策支援事業、環境整備助成事業につきましては、必要な予算を確保してお
り、予算上限による事業の打ち切りは想定しておりません。

48

21

複数の市直営の事業所があるのですが、１事業所だけ指定を受けていないためこ
の事業所の分は県へ直接申請することになるかと思います。
その他の事業所について、市長を代理受領者と定めた場合、一括して申請書を提
出しても構いませんか。

指定を受けていない事業所の分は国保連を通じた支払いができないことから、県へ
の直接申請になります。その他の施設は、一括して国保連に申請してください。

21

22

サービス付き高齢者向け住宅（定員２４名）において、特定施設入居者生活介護の
指定を受けている場合、提供サービスの選択は有料老人ホーム（２９人以下）の選
択でよいのでしょうか。サービス種類コードは【３３】でよいですか。コードが違う場
合どこで確認できるのでしょうか。

お見込みのとおり、提供サービスの選択は有料老人ホーム（２９人以下）、サービス種
類コードは【３３】となります。サービス種類コードの一覧は、ホームページの「申請に
あたってお読みいただく資料」に参考として掲載いたしました。

40-1

23
電子請求受付システムによるインターネット申請について、マニュアル１８ページに
詳細は７月２０日頃に電子請求システムのお知らせに掲載される操作手順書をご
確認くださいとありますが、どうすれば確認できるのでしょうか。

電子請求システム関係につきましては、「電子請求システムヘルプデスク」が設置され
ておりますので、そちらにお問い合わせくださるようお願いいたします。
（電話番号）0570-059-402　　（受付時間）10時～　（※）
　※終了時刻は曜日等により異なりますので、マニュアルで御確認ください。

40-2
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№ 質問 回答 受付番号

24
電子請求受付システムにより、介護分野・障害分野での慰労金・支援金の申請予
定ですが、電子請求受付システムにログインしても申請画面がないため申請がで
きません。

同上です。 42

25
当介護保険事業所では、ソフト会社に代理請求をしており、所有しているＩＤとパス
ワードではログインできませんでした。ＣＤ媒体での送付は可能ですか。

同上です。 59

26
申請マニュアルのＰ18につきまして、電子請求システムによるインターネット申請の
操作手順が確認できずにいます。7月20日頃にお知らせに搭載されているとなって
いますが、搭載されていますか。

同上です。 74

27 慰労金の申請と支援金の申請時期は異なってもよろしいですか。

慰労金と支援金を分けて申請することも可能ですが、申請が複数回に分かれる場
合、審査に時間がかかり、支払いが遅れる可能性がありますので、ご了承ください。
支援金については、年度末までの利用を見込み、基準額（限度額）で申請を行うこと
が可能であり、各事業者にとっても、申請手続きの効率化になると思いますので、慰
労金と支援金の申請をまとめて行っていただくことをおすすめいたします。（※支援金
は各事業者において「感染症対策のためのかかり増し経費である」ことが合理的に説
明できれば対象となります。有効に御活用ください。）

63-2
159-1

28
慰労金と支援金の申請について、Q＆Aではまとめて申請することをすすめられて
いますが、支援金申請の見積もりに時間がかかるため、慰労金を先に申請したい
と思っています。別々に申請してもよいのでしょうか。

同上です。 78

29
事業所・施設等の申請は原則として１回とありますが、慰労金をできるだけ早く従
業員に給付するために、慰労金の申請だけを先に提出することは可能でしょうか。

同上です。 94

30

サービス付き高齢者向け住宅の中で同一事業所として訪問介護事業を行っていま
す。
訪問介護事業所の申請は国保連にして、サービス付き高齢者向け住宅の申請は
県にする、といったように別々に申請しなければいけませんか。

サービス付き高齢者向け住宅が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていれば
国保連による支払が可能であり、事業所単位で考えて、特定施設入居者生活介護以
外を担当する職員も含めて申請が可能ですが、そうでない場合はサ高住分は別に県
に申請することになります。

77

- 4/56 -



№ 質問 回答 受付番号

31

申請から給付決定まで、給付決定から実際の支給（振込）までにそれぞれどのくら
いの期間がかかるのでしょうか。
また、給付決定後に会社資金から一時立て替えで先払いしてもよいのでしょうか。
入金後、対象者への支払期限はありますか。

原則として、申請があった月の翌月末に支給する予定ですが、申請が集中した場合
や、申請書が複数回に分けて提出された場合（慰労金と支援金の申請が分けて提出
された場合など）は、審査に時間がかかり、支給が遅れる場合がありますので、ご了
承ください。

81

32

電子請求受付システムによる申請について、一法人で２つの事業を運営している
場合、それぞれ事業所番号を取得していることもあり、申請書類のアップロード
は、それぞれにするのでしょうか。その場合、申請様式３に「法人単位でまとめて記
載すること」とありますが、どのように記載したらよいですか。

申請に使用するエクセル様式は、複数の事業所を一括して申請できるように作られて
おります。エクセルファイルの１枚目のシート「(はじめにお読み下さい)申請書の使い
方」にしたがって、作成をお願いいたします。

83

33
サ高住の申請は直接申請とありますが、提出書類は、申請書・様式1・別添・様式
2・
様式3を国保連あての郵送でいいのでしょうか。

サ高住で「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は「電子請求受付シ
ステム」により国保連に申請します。特定施設の指定を受けていない場合は、申請
書・様式1・別添・様式2・様式3に債権者登録票を添付して、県に申請（郵送）してくださ
い。詳しくは、県ホームページに掲載している「例外的なケース①」（コンテンツ番号
51310）を御参照ください。

91-1

34 軽費老人ホームの（A型）のサービス種類コードがわかりません。
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は【33】、受けていない場合は
空欄となります。

93-1

35

申請マニュアルのP9に、事業所・施設ごとの申請の他、法人一括申請が可能と記
載がありますが、P11以降は法人単位での申請手順及び作業フローとなっている
ため、事業所ごとか介護分野まとめての法人一括か、どちらで申請をすればよろし
いでしょうか。

法人一括申請としていただいた方が、各法人にとっても効率的ですので、できるだけ、
法人一括申請としていただくようお願いします。

98

36
地域包括支援センターの慰労金支給事業の申請者は市町村とされていますが、
委託型センターの場合、介護サービス提供支援事業、再開支援助成事業、環境整
備助成事業の申請者は市町村ですか、それとも、委託先の法人になりますか。

委託型の地域包括支援センターにつきましては、申請は市町村でも委託先法人でも
どちらでも構いませんので、委託元の市町村と調整してください。なお、秋田市所在の
地域包括支援センターは委託先の地域包括支援センターが直接申請することにした
と伺っております。

12-2

37

法人独自で、職員の感染症予防対策のための物品購入費や、職員に対し支給し
た慰労金や一時金のような経費は【感染症予防対策や介護サービスの提供体制
の確保のための経費】の対象とはなりますか。また、法人から職員に対して支払う
慰労金の支給日が令和2年8月21日の場合、対象期間に含まれますか。

６月１９日の事業実施要綱発出後に、職員に対する慰労金を県への申請前に支給し
ていた場合、本事業の給付金（慰労金）を充当できますが、支援金の対象にはなりま
せん。職員の感染症予防対策のための物品購入費は、4月1日以降の購入であれば
支援金の対象となります。

65

38
当介護老人福祉施設は公立のため、適当な勘定項目がなく代理受領が困難で
す。県へ直接申請させていただきたいのですが、その場合どのような方法となりま
すか。

公設施設で議会を開く暇がないなど制度的に慰労金を受け入れられない場合は、県
が職員個人へ直接給付することになりますが、とりまとめて給付申請を行う介護老人
福祉施設が全職員分の振込口座を確認し記載いただく必要があります。様式は後日
掲載します。

73

39
慰労金・備品購入関連等の申請は、上限内であれば複数に分けて申請してもよい
のでしょうか。

複数回に分けて申請することも可能ですが、審査に時間がかかり、支払いが遅れる
可能性がありますので、ご了承ください。支援金については、年度末までの利用を見
込み、基準額（限度額）で申請を行うことが可能であり、各事業者にとっても、申請手
続きの効率化になると思いますので、慰労金と支援金の申請をまとめて行っていただ
くことをおすすめいたします。（※支援金は各事業者において「感染症対策のための
かかり増し経費である」ことが合理的に説明できれば対象となります。有効に御活用く
ださい。）

111-1
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40

介護電子請求受付システムに申請書をアップロードした場合、翌月になれば「前月
までの交付金申請履歴」より確認できるとのことでしたが、確認の仕方がわかりま
せん。
どのようにすれば確認ができるでしょうか。

電子請求システム関係につきましては、「電子請求システムヘルプデスク」が設置され
ておりますので、そちらにお問い合わせくださるようお願いいたします。
（電話番号）0570-059-402　　（受付時間）10時～　（※）
　※終了時刻は曜日等により異なりますので、マニュアルで御確認ください。

117

41
市からの委託で地域包括支援センターを運営していますが、地域包括支援セン
ターの申請者は市町村長と所属法人どちらになりますか。

委託型の地域包括支援センターにつきましては、申請は市町村でも委託先法人でも
どちらでも構いませんので、委託元の市町村と調整してください。なお、秋田市所在の
地域包括支援センターは委託先の地域包括支援センターが直接申請することにした
と伺っております。

126

42

居宅介護支援においては、「①感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支
援事業」として１４８千円、「②在宅サービス事業所における環境整備への助成事
業」として２００千円で、合計３４８千円の助成がありますが、使途に棲み分けはあ
りますか。
例えば、３００千円の空気清浄機を１台購入したい場合、その購入は可能なので
しょうか。それとも、①の事業として１４８千円までのものを１台、②の事業として２０
０千円までのものを１台として分けて購入しなければなりませんか。

左記①と②の事業は対象経費が重複する部分があり、空気清浄機は両方の事業で
対象となります。そのため、３００千円の空気清浄機を１台購入し、①と②の事業に按
分して申請いただくことが可能です。もちろん、①、②の事業それぞれの限度額の範
囲内で各１台（合計２台）購入することも可能です。

154

43

老健空床利用の短期入所療養介護実施している場合、個票を作成する際は、例
えば老健を個票１、短期療養を個票２といったように短期療養のみの個票を作成
するのでしょうか。
そうした場合、個票の「補助上限額」は「定員」欄と連動しているため、「定員」欄に
は前年度１ヶ月当たり平均利用者数を入力しなければQ&A４６の方法で算出した
額と一致しないのですがよろしいでしょうか。
また、「１ヶ月当たり平均利用者数」の算出方法は、前年度利用者延べ数÷
１２でよろしいでしょうか。「職員数」欄については、空床利用なので老健職員数と
同じ数を入力するのでしょうか。それとも空欄でよいのでしょうか。

老健空床利用型の短期入所療養介護を実施している場合は、老健と短期療養の個
票を分けて作成してください。
空床利用型の定員については、１月当たりの実人数を入力してください。算出方法
は、「１月あたりの平均利用者数＝年間の利用者実人数÷１２」です（厚生労働省に
確認しました）。職員数は空欄で結構です。

127

44
申請が集中した場合、給付が月末から翌月にずれ込む場合があるとのことです
が、７月末の国保連への申請分の状況はいかがでしょうか。

一部申請の不備等を除き８月末までに支払予定です。 204

45

電子申請をする際のファイル名はどのようにしたらよいでしょうか。次のようなエ
ラーが出ます。
［WD２００８］
指定されたCSVファイルのコントロールレコードに誤りがあります。

エクセルファイル名は、代表となる事業所の事業所番号となります。（マニュアルP12、
手順８を御参照ください）

180

46
感染症対策費用助成事業と介護慰労金事業について２回に分けて申請すること
は可能でしょうか。

分けて申請することも可能ですが、できるだけまとめて申請くださるようお願いします。 214

47
様式２で、地域包括支援センターの提供サービスは「介護予防・生活支援サービス
事業の事業者」でよいのでしょうか。こちらを選択すると、２、３、４の補助上限額や
単価が自動で出力されません。

地域包括支援センターの場合は、提供サービスは「居宅介護支援事業所」を選択して
ください。

215
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48
期間中の申請は1回限りとありますが、一度法人での申請を行った後に新規事業
所を対象期間中にオープンした場合、再度申請を行うことは可能でしょうか。

令和２年度内に新規事業所をオープンした場合は対象となります。新規開設の場合
は、事業開始前に、新型コロナへの対応を踏まえた準備を行うことが想定されるた
め、当該費用も対象となります。

218

49
事業者・施設別申請額一覧作成について、介護保険事業所ではないため事業所
番号がない場合、どのように記載したらよろしいですか。また、サービス別一覧と
の違いはどこですか。

事業所番号は空欄で結構です。なお、事業所番号を空欄とする場合、様式１及び別
添にうまく反映されませんので、様式１及び別添の数式を削除し、慎重に手入力してく
ださるようお願いいたします。

221

50

有料老人ホームも対象となっていますが、住宅型有料老人ホームで、介護保険事
業所番号がありません。申請書の「個票」及び「職員表」にはどのように入力すれ
ばよいでしょうか。事業所番号が入力されていないため、「申請書」「申請額一覧」
と「別添」に反映されないようです。

介護報酬を請求していない事業所の場合は、事業所番号は空欄で結構です。なお、
事業所番号を空欄とする場合、様式１及び別添にうまく反映されませんので、様式１
及び別添の数式を削除し、慎重に手入力してくださるようお願いいたします。

229

51

介護保険事業所番号のない事業所が複数あった場合、個票の介護保険事業所番
号を空欄とすると、申請額一覧でリスト作成を行うとＮｏ.１に個票１の事業所名等
が表示され、補助予定額は個票２の分もまとめられるようです。さらに、受付番号１
６１②のとおりになりますがどうしたらよいでしょうか。

介護保険事業所番号がない事業所の場合で、事業所番号を空欄とする場合、様式１
及び別添にうまく反映されませんので、様式１及び別添の数式を削除し、マクロ機能
を使わず、慎重に手入力してくださるようお願いいたします。

233-1

52
電子申請（介護保険事業処分）と県への紙媒体郵送（事業所番号がないもの分）
は同じタイミングでなければいけませんか。

国保連への電子申請分と県への紙媒体郵送分（事業所番号がないもの）は別個に処
理しますので、同じタイミングでなくても結構です。

233-2

53

慰労金は国からの給付ということですが、事業所で一括して受領する場合事業所
の収入になりますか。事業所が代理で受領するのであれば、「預かり金」として処
理してもよいのでしょうか。
また、支援金は事業所の収入とみなし「雑収入」扱いでよろしいでしょうか。

慰労金の経理上の処理について税務署に確認したところ、事業所が預かって従業員
に支払うということであれば、「預かり金」として処理できるとのことです。支援金はお
見込みのとおり雑収入となるそうです。

238

54

給付金が入金された際に、会社としては雑収入で経理するのが正しいのでしょう
か。それとも他に正しい処理があるのでしょうか。
介護慰労金と感染症対策支援に分かれていますが、それぞれ別に仕訳をしなくて
はいけないのか、それとも１つの仕訳にまとめてよいのでしょうか。
また、仕訳の際の勘定科目を教えてください。

上記の回答を参考にしてください。 241

55
地域包括支援センターが申請する際、定員は０でよろしいですか。それともサービ
ス利用者数を入力するべきですか。

定員は０で結構です。 244-2

56
実績報告書の提出のタイミングは全ての処理が完了してからでよいですか。それ
とも、慰労金･支援金それぞれ別々に完了報告が必要ですか。

実績報告書は慰労金・支援金のすべての処理が完了してからご提出いただきます。
様式は、準備ができ次第、ホームページに掲載いたします。

262

57
先月ＣＤで交付申請書を提出したのですが、無事に受理されたか確認する方法は
ないでしょうか。不備があれば個別に連絡が来るのでしょうか。
また、交付決定通知を受領できるのはいつ頃になるのでしょうか。

国保連宛てにＣＤで申請書を提出した場合は、県で申請書の審査を行った上で交付
の可否を判断し、提出した月の翌月下旬までに、文書でご連絡いたします。

271
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58
慰労金の申請は終えており、これから感染症対策を徹底した上での介護サービス
提供支援事業の支援金の申請をしたいと思っているのですが、その際に添付書類
３「介護慰労金受給職員表（法人単位）（様式３）」も再度提出が必要でしょうか。

慰労金の申請が済んでおり、支援金の申請のみ行う場合は、様式３の職員表は記入
不要です。（ただし、シートは削除しないでください。）

274

59

現在、12月開設に向け新たにサービス付き高齢者向け住宅の工事を開始しており
ます。新規施設の申請についてはどの時点で行ったらよいのでしょうか。
また、新規施設について特定施設入居者生活介護の指定がない場合、県に直接
申請でよいでしょうか。その場合は紙媒体での郵送申請になるのでしょうか。紙媒
体の申請書はインターネット、電子媒体の申請書との違いはありますか。

新規施設については、事業開始後に申請を行ってくださるようお願いいたします（国保
連に申請する場合、国保連のシステムで事業所番号が登録されていないと、事業所
番号不存在としてエラーになります）。
特定施設入居者生活介護の指定がない施設の場合は、県に直接申請となります。申
請書はインターネットと同一となります。ただし、介護事業所番号がない場合、様式１
と別添については、数式をすべて削除した上で、手入力してくださるようお願いいたし
ます。

283-1

60

介護サービス事業所における環境整備への助成について、薬局（みなし指定居宅
サービス事業所）は助成対象となりますか。対象となる場合、助成対象の条件とし
て患者の取り扱い、再開の実績が必要でしょうか。
また、薬局は医療分としても感染対策は支援対象になっていますが、医療分と介
護分の対象経費を分けることにより、それぞれに申請することはできますか。

みなし指定を受けている事業所であっても、介護事業所としての業務で必要な経費が
発生している場合は、介護事業所としての申請が可能です。医療分と対象経費が重
複しないよう、分けて申請してください。ただし、介護保険の事業実績が無い場合は、
請求ができません。令和２年１月15日以降に請求実績がある場合は、補助対象となり
ます。

293

61
申請書、様式２の「担当部署名」の記載方法について、事業所の担当部署という解
釈でよろしいでしょうか。部署名がない場合は空欄でもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 303-2

62

障がい者支援施設で共生型短期入所生活介護事業所の指定を受けていますが、
利用実績がありません。また、認知症対応型通所介護事業所の指定を受けている
事業所も利用実績がないのですが、これらの事業所は今回の支援交付金の対象
となるのでしょうか。

利用実績がない事業所についても、介護保険の指定を受けていれば、原則、給付の
対象となります。ただし、空床型の短期入所生活介護事業所の場合の補助上限額の
考え方については、「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の
「93」を参照ください。

290

63

受付番号231番の回答のとおり、申請書･様式１～３を紙で、債権債務者登録シー
トをデータで県に送付しました。その後、県HPの「提出していただく書類」の中に
「債権者登録票」とあることに気づいたのですがこちらも提出が必要なのでしょう
か。必要な場合、紙とデータどちらで提出すればよいのでしょうか。

「債権者登録票」を郵送により御提出ください。 309

64

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の、「複数事業にまたがる内容」の「１８」について、訪問介護、居宅介護、同行
援護を同一事業所として申請を受けている場合、それぞれ介護分での「訪問介護」
の上限額までの申請、障害分での「居宅介護」の上限額までの申請、「同行援護」
の上限額までの申請は、介護サービス提供支援事業、環境整備への助成事業の
いずれにおいても可能ですか。

同一建物内で事業を行っていたとしても、介護と障害は、別の事業所として指定を受
けているものとされます。「居宅介護」、「同行援護」について、新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援給付金（介護分）を申請することはできません。「訪問介護」の上限
額までの申請は、介護サービス提供支援事業、環境整備への助成事業のいずれに
おいても可能です。

317

65

次の物品の購入費用は、それぞれ、①感染症対策を徹底した上での介護サービ
ス提供支援事業のかかり増し経費、②在宅サービス事業所における環境整備へ
の助成事業の対象経費、に該当しますか。
1. 除菌空気清浄機（介護施設内ホール使用）
2. 除菌空気清浄機器（車載用）
3. 介護施設内のホール換気工事
4. 入居者利用の風呂換気工事
5. 衣類乾燥機（除菌機能付き）
6. 掃除機

１～６いずれについても、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に資するか
かりまし経費であれば、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の
対象経費に該当します。一方、在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
については、「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する
購入費用等が対象経費となります。したがって、１～４は、「３つの密」を避けてサービ
ス提供を行うために必要なものであれば、対象経費に該当しますが、５～６は対象経
費に該当しないと考えられます。

327
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66

次の物品の購入は、それぞれ感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支
援事業のかかり増し経費における環境整備への助成事業の対象経費、に該当し
ますか。

１．職員用チェアの購入
　　ポリエステル布の素材にすることで消毒ができるようにするため。
２．床マットの購入
　　感染症蔓延時の消毒対応場所目印及び、消毒液による床汚染を防ぐため
３．電話機子機の購入
　　感染症蔓延時及び面会規制時の家族入居者間での連絡方法として

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業と環境整備への助成事業
は、それぞれ対象経費が異なります。前者については、感染症対策を徹底した上での
介護サービス提供に必要なかかり増し経費であれば、１～３いずれも対象となり得ま
す。後者については、「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備
に要する費用が対象となるため、３は対象となり得ます。

338

67

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金申請に必要な事業実施計画書に
ついて確認です。
地域包括支援センターで記入する場合施設概要のところですが、
・提供サービス：介護予防支援の場合「サービス種類コード」は何番となるのでしょ
うか。

居宅介護支援事業所のサービス種類コードである「43」を御記載ください。 339

68

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）」についての質問です
が、「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」において、特別養
護老人ホームと併設ショートステイの場合、一緒に申請をしてもよろしいでしょう
か。また、領収証も一つにまとめたもので大丈夫ですか。

法人として一括で御申請いただくことは可能ですが、介護老人福祉施設、短期入所生
活介護それぞれについて、一覧に記載していただき、事業実施計画書もそれぞれ作
成していただく必要があります。領収証につきましては、一つにまとめたものでも構い
ませんが、介護老人福祉施設と併設の短期入所生活介護の経費の按分について分
かるように記載してください。

345

69

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の申請する上で、電子請求受付シ
ステムからエクセルファイルをアップロードしたかったのですが私どもの不手際によ
り、パスワードを紛失致しました。過去の経験から、国保連にパスワード再発行を
願うと1週間以上必要だと聞いております。このような状況で例外的に、CD-R等の
電子媒体で提出することは可能でしょうか。
また、マスク等で注意したうえで、持参することは許されるでしょうか。
上記を許可頂けた際に、申請マニュアルに記載以外の手続き（例えば今回のみ電
子媒体で提出する経緯の依頼書をお付けするなど）は必要なものは、あるでしょう
か。

原則、電子請求受付システムによるインターネット申請により行っていただくことになり
ます。電子媒体又は紙で介護報酬を請求している事業所については、電子媒体（CD）
等の国保連への郵送により申請することもできます。ユーザＩＤ、パスワードを失念し
た事業所・施設についても、「ＩＤ、仮パスワード」を発行することによりインターネット申
請が可能ですので、詳細は国保連へお問い合わせください。

347

70

現在同住所施設内で、地域密着型通所介護の指定と別事業で介護予防通所介護
相当サービスの指定を受け運営を行っていますが、この場合の支援金①「感染症
対策を徹底したうえでの介護サービス提供支援事業」③「在宅サービス事業所に
おける環境整備への助成事業」の補助額は各々どのような計算になりますか。
また、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関する事業実
施計画書（事業単位）内の「提供サービス」項目ですが、地域密着通所介護は選択
肢がありますが介護予防通所介護相当サービスの場合は「介護予防･生活支援
サービス事業者」を選んだ後、どのサービス種類コードを選択すればよいでしょう
か。

「地域密着型通所介護」と「介護予防・日常生活支援総合事業（通所型）」の両方の指
定を受けて、一体的に事業を運営している場合は「地域密着型通所介護事業所」とし
て申請が可能です。地域密着型通所介護事業所の補助上限額まで申請が可能であ
り、サービス種類コードも、地域密着型通所介護事業所のコードを選択してください。

333
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71

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書を提出しています。居宅療養管理指導
をおこなっており、平成30年から介護給付費の支払いを受けています。基準表単
価一覧表　別添１　基準単価　事業所・施設等の種別（１）の18、（２）の19に該当す
るでしょか。

お見込みのとおりです。 349

72

以前、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業として33千円の申
請をしましたが在宅サービス事業所における環境整備への助成事業200千円も申
請したく思います。その場合、追加申請できるのか、それとも新たに提出し直しが
必要なのか、一度提出してしまった場合は訂正できないのかご教授願います。

追加申請が可能です。既に申請していただいている分の訂正は不要です。 350

73

短期と通所を併用しており、その送迎時の3密回避の為に新たに車両1台の購入を
考えております。両事業所の｢感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支
援事業｣と｢在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業｣で申
請した補助金の全額を使用して購入できるという認識でおります。認識に誤りがな
いかご教授をお願いいたします。

お見込みのとおりです。ただし、｢在宅サービス事業所による利用者への再開支援へ
の助成事業｣については、対象経費は制限されておらず、在宅サービス利用休止中
の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希
望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のため
の調整等（感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等）を行った場合に給付
されるものです。

353

74

小規模多機能型居宅介護で利用者が休憩するとき主にソファーを利用しています
が、密ならないようにするため、折りたたみ式の簡易ベッドを利用してもらうことを
検討しております。環境整備助成事業の対象になりますか。小規模多機能型居宅
介護で密にならないよう食事用テーブルを1台増やす予定です。テーブルとその
テーブルに合う椅子とも環境整備助成事業の対象になりますか。 グループホーム
で入所者が休憩の時ソファーを利用していますが、密にならないようソファーを1台
増やす予定です。感染症対策支援事業の対象になりますか。

折りたたみ式の簡易ベッド、食事用テーブル、椅子の購入費が、「３つの密」を避けて
サービス提供を行うために必要な環境整備に要する費用であれば、環境整備助成事
業の対象となります。ソファーの購入費が感染症対策を徹底した上での介護サービス
提供に必要なかかりまし経費であれば、感染症対策を徹底した上での介護サービス
提供支援事業の対象経費に該当します。

358

75
①「感染症の支援」のかかり増し経費と②「介護サービス再開に向けた支援」の支
援対象経費につき、例えば「自転車」「ＩＣＴ機器」等同じような費目があります。具
体的には、どちらの費目と捉えればよろしいでしょうか。

①自転車、ICT機器が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な物品
であれば、それらの購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介
護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。
②在宅サービス事業所による利用者への再開支援（環境整備）への助成事業につい
ては、「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する経費
が対象となります。
これら２つの事業は対象が重複する部分がありますが、購入の目的により適切に振り
分けてください。

362-1

76
2021年1月に立ち上げる法人の介護施設があります。そのような新規の介護施設
でも、2021年3月31日までにかかる費用は、既存の施設と同等に給付金の交付が
可能でしょうか。また、助成限度額についても既存の施設と同額でしょうか。

給付金の交付対象となり得ます。補助上限額についても、既存の施設と同様です。 362-2
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77
居宅支援事業所の事務所に直接来客者が入ってこないように窓口にインターホン
をつけたいが該当になるでしょうか。

インターホンの設置が、居宅介護支援事業所として、感染症対策を徹底した上での介
護サービス提供に必要なのであれば、その改修費等のかかりまし経費は、感染症対
策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。
在宅サービス事業所における環境整備への助成事業は、「３つの密」を避けてサービ
ス提供を行うために必要な環境整備に要するものの購入費用等が対象であり、一般
的に、インターホンの設置が「３つの密」を避けるために必要であるとは考えにくいと思
われます。

365

78
ネットバンキングで備品購入の支払いをした場合に、振込票の控えは領収書の代
わりになりますか。　

振り込み金額が何に対しての金額なのか等支出内容を証明できるのであれば、証拠
書類となり得ます。

366-2

79
玄関への手洗い場の新規設置、食堂における、ご利用者様同士の一定間隔確保
のためのパーテーションの購入はそれぞれ対象になりますか。

手洗い場の設置、パーテーションの購入が感染症対策を徹底した上での介護サービ
ス提供に必要なのであれば、それらの改修費や購入費等のかかりまし経費は、感染
症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。
また、手洗い場の設置、パーテーションの購入が「３つの密」を避けてサービス提供を
行うために必要な環境整備に要するのであれば、その改修費や購入費は環境整備
事業の対象となります。

367

80

都道府県によって、概算での申請についてスタンスがバラバラであり、（例として、
まずは満額で概算請求してほしい、少なめで申請いただき、追加分は追加請求し
てほしい、そもそも概算は不可、など）秋田県でも例のようなスタンスがあるのかご
教示いただきたい。
実績報告を行うにあたり、対象となるものは、3月末までに納品や工事完了してお
り、3月末までに支払い完了しているものという解釈でよろしいでしょうか。一部の
県では、コロナ対策商品の一部について商品供給が追い付かず3月末までに納品
にならないということから、金額が確定された発注書で代用可としております。

御指摘のとおり、年度末までの利用を見込み、基準額（限度額）で申請を行うことが可
能であるため、基準額（限度額）で申請を行えば、各事業者にとっても、申請手続きの
効率化になると考えられます。
感染症対策支援事業及び環境整備助成事業の対象経費となるのは、年度内に支払
いを行い、かつ、納品や工事が完了する場合の経費に限ります。

368

81
今回、『感染対策費用助成事業』と『再開環境整備助成事業』の申請を行うのです
が、既に申請済みである、『介護慰労金事業』について、は空欄にして申請を行え
ば良いのでしょうか。

介護慰労金事業に限らず、申請済みの分に関しては、必ず空欄にしてください（絶対
に重複申請を行わないでください）。

369-1
373

82
支援給付金に関するQ&Aにて、空気清浄機は『感染対策費用助成事業』と『再開
環境整備事業』の両方で対象になると記載されておりますが加湿器も対象に含ま
れますでしょうか。

加湿器が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な物品であれば、そ
の購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支
援事業の対象経費に該当します。また、加湿器が「３つの密」を避けてサービス提供
を行うために必要な環境整備に要する物品であれば、その購入費等の経費は、環境
整備助成事業の対象経費に該当します。

369-2
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83
消毒液の足踏みスタンドは、『感染対策費用助成事業』と『再開環境整備事業』の
どちらの対象になりますでしょうか。

消毒液の足踏みスタンドが感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な
物品であれば、その購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介
護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。環境整備助成事業については、
「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する経費が対象
であり、一般的に、消毒液の足踏みスタンドの購入費等は対象経費に該当しないと考
えられます。

369-3
373

84

ＡＩ顔認識システムカメラによる体温検知機器の導入を検討していますが、「感染症
対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」と「在宅サービス事業所にお
ける環境整備への助成事業」の両方で申請することは可能ですか。
また、同機器（凡そ550千円）は通所介護事業所の固定資産とする予定ですが、当
法人は認知症対応型通所介護事業所や居宅介護支援事業所等を運営していま
す。この場合、かかる経費を各事業所に按分して申請することは可能ですか。

ＡＩ顔認識システムカメラによる体温検知機器が感染症対策を徹底した上での介護
サービス提供に必要な物品であれば、その購入費等のかかりまし経費は、感染症対
策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。環境整備
助成事業については、「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整
備に要する経費が対象であり、一般的に、ＡＩ顔認識システムカメラによる体温検知機
器の購入費等は対象経費に該当しないと考えられます。
ＡＩ顔認識システムカメラによる体温検知機器が、認知症対応型通所介護事業所、居
宅介護支援事業所それぞれにおいて、感染症対策を徹底した上でのサービス提供に
必要なのであれば、各事業所で経費を按分して申請することができます。

371

85
包括支援給付金で、事業所内を仕切りたく検討しているところですが実施にあたっ
ては、複数の業者からの見積もりが必要でしょうか。

複数の業者から見積もりを徴取することは、給付の要件ではありません。 374

86

オンライン面会等の設備(WIFI)の導入を検討中ですが、支援金の申請をする場
合、工事費用の支払い、及び工事が3/31に完了する予定で申請できますか。ま
た、その予定で暫定申請し、万が一、3/31に工事が完了しなかった場合はどうなる
か。地域の感染状況により、工事業者の入館を延期しなければならない状況が考
えられるため。

予定段階で概算の申請を行うことができます。
年度末までに工事が完了しない場合は、その工事費は、支援金の対象経費となりま
せん。

376

87

WEBを活用して、介護研修や会議、打合せ等を行う際に、プロジェクターとスクリー
ンが必要になりました。「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事
業」又は「在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の、どちらの対象
でしょうか。また、「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」は、
マスクや消毒液など消耗品が対象となるという考え方でよろしいでしょうか。

プロジェクターとスクリーンが感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要
な物品であれば、その購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での
介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。また、プロジェクターとスクリー
ンが「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する物品で
あれば、その購入費等の経費は、環境整備助成事業の対象経費に該当します。
マスクや消毒液など消耗品の購入費等も「感染症対策を徹底した上での介護サービ
ス提供支援事業」の対象経費となります。

383
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88
感染対策支援金に炭酸泉は含む事は可能でしょうか。炭酸を加えた水道水を手洗
いや入浴等に用いると殺菌力強化が期待できることから施設における利用が有効
と考えられるとの事ですが、器具の購入は支援金の対象となりますか。

炭酸泉を生成する器具が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な
物品であれば、その購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介
護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。環境整備助成事業については、
「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する経費が対象
であり、一般的に、炭酸泉を生成する器具の購入費等は対象経費に該当しないと考
えられます。

384

89
入浴全介助が必要な方に対し、設備が少なく職員が複数人での対応となっており
ストレッチャーを使用することにより職員の複数人での接触もなくなりリスクが軽減
につながります。ストレッチャーは緊急包括支援金給付金の対象になりますか。

ストレッチャーが感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な物品であ
れば、その購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介護サービ
ス提供支援事業の対象経費に該当します。また、ストレッチャーが「３つの密」を避け
てサービス提供を行うために必要な環境整備に要する物品であれば、その購入費等
の経費は、環境整備助成事業の対象経費に該当します。

385

90

弊社商品《破れない網戸・ソリッドフロー》は、高強度ステンレスワイヤー製の施錠
が出来る網戸を製造販売しておりますが、対象になりますか。
導入目的
１．安心して換気をしたい。（防犯面）
２．認知症の方が徘徊をし、抜け出してしまうのを防止するため。
３．転落防止。
感染予防としてしっかり換気したいが、窓を解放することにより、導入目的の理由
で換気が出来ない状態。スタッフがいる部屋のみ窓を開けているが、スタッフが退
出する度に都度、窓を閉め切っている。常に窓を開放した状態にするには現時点
で難しい。よって《破れない網戸・ソリッドフロー》を導入し、換気対策をしていきた
い。

感染症対策を徹底した上で介護サービス提供を行うために破れない網戸・ソリッドフ
ローが必要なのであれば、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
の対象経費に該当します。「３つの密」を避けてサービス提供を行うための環境設備と
して、破れない網戸・ソリッドフローが必要なのであれば、環境整備助成事業の対象
経費に該当します。単に、防犯や徘徊・転落防止等を目的として購入するのであれ
ば、いずれの事業についても、対象経費に該当しません。

390

91

不特定多数の方が触れられるような施設設備への抗菌抗ウィルスガラスコーティ
ングの施工は補助金対象になりますか。掛かり増し経費の例に「消毒・清掃費
用」、環境整備への助成に「内装改修費用」と記載がありますが、抗菌抗ウィルス
の薬剤を塗布する施工もこれらに該当するものでしょうか。

抗菌抗ウィルスガラスコーティングの施工が感染症対策を徹底した上での介護サービ
ス提供に必要であれば、その施工費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した
上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。環境整備助成事業に
ついては、「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する経
費が対象であり、一般的に、抗菌抗ウィルスガラスコーティングの施工費等は対象経
費に該当しないと考えられます。

392

92 陰圧装置の購入についても包括支援金の対象になりますでしょうか。

陰圧装置が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な物品であれば、
その購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供
支援事業の対象経費に該当します。また、陰圧装置が「３つの密」を避けてサービス
提供を行うために必要な換気設備であれば、その購入費等の経費は、環境整備助成
事業の対象経費に該当します。

393

93
オンライン面会等の設備(WIFI)の導入を検討中ですが、ネット環境整備の工事を3
月末までに行ったとして、支払いも3月末までに完了する必要があるか。3月工事だ
と、4月支払いになるため。

原則、３月中に支払いまで完了しないと、対象事業になりません。ただし、やむを得な
い事情がある場合は、３月中に支払い債務が確定しているものについてのみ、４月以
降の支払いでも、対象となりますが、この場合でも、納期は３月中でなければなりませ
ん。

395
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94

複数の事業所が会計上同一の拠点となっている場合、１つの固定資産物品をそれ
ぞれの事業所で按分して給付金を受けた場合、その固定資産物品はそれぞれの
固定資産として分散して固定資産台帳に載せ減価償却しなければならないのか、
あるいは、１つの事業所に一括してのせ減価償却していっても良いのかご教授願
います。

減価償却等会計上の処理については、税務署にお問い合わせください。 397

95
高速滅菌器（歯や入れ歯の切削器具を短時間で滅菌処理できるもの）、集塵器
（入れ歯などの調整する際の切削紛を吸い込む器械）などの購入費用に使えます
か。

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業については、感染症対策を
徹底した上での介護サービス提供に必要な経費が対象であり、一般的に、高速滅菌
器や集塵器の購入費等は対象経費に該当しないと考えられます。環境整備助成事業
については、「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する
経費が対象であり、一般的に、高速滅菌器や集塵器の購入費等は対象経費に該当し
ないと考えられます。

400

96

感染予防対策でおしぼりや厨房で使用したタオル等と入浴時に使用したバスタオ
ルやあかすり等の洗濯物と施設内の消毒に使用したタオル等の洗濯物を別の洗
濯機で洗うため、洗濯機と乾燥機の購入を考えているのですが購入費は支援金の
対象になりますか。

洗濯機と乾燥機が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要であれば、
その購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供
支援事業の対象経費に該当します。環境整備助成事業については、「３つの密」を避
けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する経費が対象であり、一般的
に、洗濯機と乾燥機の購入費等は対象経費に該当しないと考えられます。

402

97

利用者のバイタル測定にＩＣＴ機器を利用して行うため７月に見積りを徴求して導入
を検討し、８月に発注し１０月に支援金を受給しました。業者より納期は２～３か月
と言われておりましたが、同様の発注が多く３月末の納期は間に合わないかもしれ
ないとのことです。令和２年度予算による事業というのは理解できますが不可抗力
であり、納期が間に合わなかった場合、何か条件を付けてでも救済していただくこ
とはできませんか。

３月中に納品、支払いを完了しないと、対象事業になりません。ただし、やむを得ない
事情がある場合は、３月中に支払い債務が確定しているものについてのみ、４月以降
の支払いでも、対象となりますが、この場合でも、納期は３月中でなければなりませ
ん。

404

98

次については、支援金の対象となりますか。
１：エアネスポケット（公用車用消毒装置　常時設置）
２：パーテーション（面接・面会用　担当者会議など必要最小限介護センターカウン
ター用　その他）
３：プラズマクラスター加湿空気清浄機（医務室・介護センター・談話室）
４：足踏み消毒スタンド（裏口・ヘルパーさんの入り口　事務所前　介助浴室前　医
務室前　介護センター前）

１～４のいずれについても、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要か
かりまし経費であれば、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の
対象経費に該当します。環境整備助成事業については、「３つの密」を避けてサービ
ス提供を行うために必要な環境整備に要する経費が対象であるため、２のような飛沫
防止に資する物品及び３のような換気設備であれば、その購入費用等は該当する可
能性がありますが、１及び４は、一般的に、対象経費に該当しないと考えられます。

407-2
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99

月に数件、歯科訪問診療を行っております。次の費用は、次の事業の対象経費と
なりますか。
（１）
対象経費：マスク・グローブの購入
対象事業：介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業（33,000円）
（2）
対象経費：歯科医師会において現在行っているオンライン会議に使用するための
新規タブレットまたはパソコンの購入
対象事業：在宅サービス事業における環境整備への助成（200,000円）

（１）、（２）のいずれについても、居宅療養管理指導等介護サービスの提供実績があ
ることが前提となります。その上で、マスク・グローブが感染症対策を徹底した上での
介護サービス提供に必要な物品であれば、その購入費等のかかりまし経費は、感染
症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。ま
た、在宅サービス事業における環境整備への助成事業は、「３つの密」を避けて介護
サービス提供を行うために必要な環境整備に要する経費が対象であり、歯科医師会
のオンライン会議に使用することが目的なのであれば、タブレット又はパソコンの購入
費は対象経費に該当しません。なお、医療分も申請している場合は、医療分と対象経
費が重複しないよう御注意ください。

394

100

令和2年11月に、テレビ面会用のタブレットを2台、メーカーに注文しましたが、令和
3年2月中の入荷は難しいとの返答で、3月中の納期も解らないとのことでした。3月
に入荷しなかった場合、3月中に支払いのみを行っても給付対象外ですか。また、
自動水栓を導入しようと考えていますが、自動水栓の商品がどこも品切れで、3月
中の入荷はなさそうですが、これも同じですか。

３月中に納品されない場合、３月中に支払いをしても、対象経費に該当しません。 414
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感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業

1
感染症対策の支援経費として「かかり増し経費」とありますが、昨年度との比較書
類は必要ですか。

比較書類は必要ありません。 -

2 何をもって「かかり増し」かどうかの判断をすればよいのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための経費等であり、通常の介護サービスの
提供時では想定されていないような経費を幅広く対象といたします。

-

3 「感染症対策に要する物品の購入」には空気清浄機も含まれますか。 空気清浄機や体温測定器等も対象に含まれます。 -

4
「多機能型簡易居室」を設置する場合、定員や空調、トイレ整備等の要件はありま
すか。

多機能型簡易居室は、感染者の隔離や衛生用品保管等に柔軟に使用できるもの（プ
レハブ等）を想定していますので、整備等の要件はありません。ただし、通常時は保管
庫等として利用しても結構ですが、感染者が発生した際は、居室転用可能な設備であ
ることが必要です。

-

5
対象として「面会室の改修」が例示されていますが、そのほかの壁工事等も対象に
なりますか。

感染症対策に有効であるという説明ができる内容であれば、改修の対象に特に制限
はありません。

-

6
「感染防止のための増員のため発生する追加的人件費」とは具体的にどのような
人件費を想定していますか。

例えば、新型コロナへの対応で空間を複数に区切ることや、消毒等の作業工数が増
えたために、これまでの人員だけでは通常業務への対応が難しくなった場合に、追加
的に人員を配置するための人件費を想定しています。なお、職種に限定はありませ
ん。

-

7
「タブレット等ICT機器の購入またはリース費用（通信費用を除く）」とありますが、具
体的な対象範囲を教えてください。

オンライン面会等の導入にあたり、タブレットの購入費用やWi-Fi環境を整備するため
の回線引き込み工事費、ルーターの購入費は対象となります。ただし、プロバイダ使
用料等の月々の費用は対象外となります。

-

8
例えば、特養100床、ショート10床、デイ（通常規模）が併設されている施設の補助
上限額はどのような計算になりますか。

次のとおりです。
特養（基準単価38,000円×100床）＋ショート（基準単価44,000円×10床）＋デイ（基準
単価892,000円）＝5,132,000円

-
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9
介護老人保健施設が空床利用で短期入所療養介護を実施している場合、介護老
人保健施設分と短期入所療養介護分の両方を給付を受けることができますか。

施設系サービスで空床利用型の短期入所を行っている場合の取扱いは次のとおりで
す。
①本体施設分→本体施設の定員×基準単価
②短期入所（空床利用型）→前年度1月あたりの平均利用者数×基準単価
なお、上記②の計算で端数が生じる場合は、小数点以下切り上げとなります。

-

10 支援対象経費について、自動車のリース費用は対象になりますか。 年度末までの費用は対象となります。 -

11
コロナウイルス感染防止のために施設の玄関に手洗い場を設置する場合、この設
置については申請の対象になりますか。

新型コロナウイルス感染症対策に資するものであり、対象となります。 5

12

空気清浄機の購入を予定していますが、申請前に購入する場合、購入時期に制
限はありますか。
また、マスク等の衛生用品ですでに購入済みのものも対象になりますか。対象とな
る場合、かかり増分の算出方法についての基準等はありますか。

令和２年４月１日から令和３年３月３１日前に購入したものが対象になります。衛生用
品ですでに購入済みのものも対象となります。「かかり増し」分算出方法の基準はあり
ません。どこからどこまでがかかり増しかという判断は技術的に難しいので、感染症
対策を行った上で安全に事業を実施するために必要な費用であれば対象として差し
支えありません。

6

13
従業員へマスクや消毒液の配布を行いましたが、新たに購入するのが難しく法人
の在庫分を引き当てました。この分も該当になるのでしょうか。

配布した在庫分が令和２年４月１日以降に購入したものであれば対象となります。そ
れよりも前に購入したものである場合は、対象となりません。

8-1

14

衛生用品を発注しても、納入時期が遅れてしまう可能性があります。今年度中に
納品にならなかった場合実績報告はどうすればよいでしょうか。
また、令和２年度中に発注さえしていれば、納品が令和３年度以降になっても上限
額までは該当になるのでしょうか。

年度内に納品になったものが補助対象となります。納品が令和３年度にずれ込んだ
場合は補助対象となりませんので、早めに発注してくださるようお願いします。

11-2

15
利用者の清潔保持を目的とした、清拭車やタオルの購入（増台）は該当になります
か。

例えば、施設内で新型コロナが発生し、ゾーニングを行うことになった場合、濃厚接触
者に対しては清拭で対応せざるを得ないことが考えられます。そのような場合に備え
るという意味で、感染症対策に資するものと考えられますので、対象とすることができ
ます。

11-3

16

支援対象経費の自動車について、「新型コロナウイルス感染症への準備・対応」の
ために必要とされる場合とは、具体的にどのようなものを想定しているのでしょう
か。
また、同じ自動車を複数の事業所が使用することを想定して、複数事業所から実
績報告をしてもよいのでしょうか。

自動車については、例えば、厚生労働省の最新のＱＡで次のような項目があります。
Ｑ：現在使用している自動車は、古くエアコンが壊れているため、車内の換気が出来
ない。窓を開けることは出来るが利用者の危険が伴う。今後の感染拡大防止を考える
と、新しく自動車を購入して対応したいが対象となるか。
Ａ：新型コロナウイルス感染症対策に資するものであれば対象として差し支えありませ
ん。

また、同じ自動車を複数の事業所が使用する場合は、適切な基準で按分し、それぞ
れの事業所から実績報告していただいて差し支えありません。

11-4

17
介護サービス提供支援事業において、養護老人ホームや軽費老人ホーム等「入
所施設・居住系」にかかる基準単価は介護保険の指定を受けていない施設も同額
と解してよろしいですか。

「感染症対策支援事業」における養護老人ホーム、軽費老人ホームの基準単価につ
きましては、介護保険の指定を受けていない施設も同額となります。

12-4
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18
Web会議や面会用のノートパソコンの導入を検討していますが、こちらは給付対象
になりますか。
申請する場合は、見積額でもよいのでしょうか。

面会用のノートパソコン等ＩＣＴ機器の購入につきましては、感染症対策に有効である
と考えられますので、給付対象に含まれます。また、申請する場合は、見積額（概算
額）で結構です。

23

19
現在、秋田労働局に人材開発支援助成金の申請をしていますが、感染症対策の
支援は重複して請求可能ですか。

他の国庫補助金で措置されるものは本給付金の対象外となります。したがって、重複
して請求することはできません。

25-1

20
発熱や新型コロナウイルス感染症の疑いがあるショートステイ利用者の方が、居
室で過ごす際の安全確保のため、センサーマット等を購入する場合は給付金の対
象となりますか。

センサーマットの購入につきましては、感染の疑いのある方との接触をできるだけ減
らすことにより、職員の感染リスクの低減や感染拡大の防止につながるものと考えら
れますので、「感染症対策支援事業」の給付対象になります。

26

21 陰圧クリーンブースは支援給付金の対象になりますか。
陰圧クリーンブース（簡易陰圧装置）の設置につきましては、感染拡大の防止に有効
であると考えられますので、「感染症対策支援事業」の給付対象となります。

31

22

介護職員の排泄介助に使用するグローブの欠品が予想されるため、備蓄としての
購入を検討していますが、支援の対象になりますか。
対象になる場合、全額が対象になりますか。それとも通常価格から値段が上がっ
た分だけが対象ですか。

排泄介助に使用するグローブは「衛生用品等の感染症対策に要する物品の購入」に
該当しますので、「感染症対策援事業」の対象になります。その際、基準額（基準単
価）の範囲内であれば、全額が対象となります。

39-1

23
空気清浄機の購入も支援対象とのことですが、性能上の基準などはあるのです
か。

空気清浄機につきまして、性能上の基準や清浄方法に特段の指定はありません。感
染症対策に有効であれば、「感染症対策支援事業」の給付対象に含まれます。

39-2

24

①感染症対策支援通所介護上限89.2万円のかかり増し経費、②在宅サービス事
業所における環境整備への助成額20万円がありますが、利用者間の間隔を空け
るためにテーブルを購入した場合①と②どちらの経費に含まれますか。また、どち
らともとれる経費はどのように判断すればよいですか。

通所介護事業所が利用者間の間隔を空けるためにテーブルを購入した場合は、①感
染症対策支援事業、②環境整備助成事業のどちらに含めていただいても構いませ
ん。在宅サービス事業所につきましては、利用控え等により特に支援が必要であると
して、①に加えて②の事業が設定されており、それぞれの事業について上限額までの
申請が可能ですので、有効に御活用ください。

45-1

25

通所介護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内にあり、トイレや事務所、休
憩室など共有する部分があるのですが、かかり増しになった経費についてはどの
ように判断すればよいですか。通所介護89.2万円＋居宅介護支援14.8万円＝104
万円を一緒に経費として申請してもよいのですか。

通所介護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内にある場合、それぞれのサー
ビスについて限度額まで申請することができます（通所介護89.2万円＋居宅介護支援
14.8万円＝104万円）。共有する部分にかかる経費や、共通物品の購入費等につきま
しては、按分してそれぞれのサービスに振り分けて申請してください。ただし、同一の
対象について重複して申請することはできませんので御注意ください。

45-2

26

当認知症対応型共同生活介護事業所では、新型コロナウイルス感染対策防止の
ため、軽自動車の購入を検討しています。現在、自動車１台で受診の対応をしてお
ります。したがって、受診が２人以上になると、病院での待ち時間が不必要に長く
なる可能性があります。病院内での密の状態を考えると、もう１台自動車があれ
ば、受診が終わり次第事業所に帰ることができるので、自動車の購入が不可欠で
す。この場合、自動車の購入費用は給付金の対象となりますか。

感染リスクを減らす上で有効と考えられますので、「感染症対策支援事業」の対象に
含めることができます。

50
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27
当通所介護事業所では、通常使用している車両をリースしておりますが、そのリー
ス費用は給付金の対象となりますか。

通常使用している車両のリース料につきましては、「かかり増し経費」として判断でき
ませんので、給付金の対象にはなりません。

52

28

当介護保険事業所では、今のところ新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者はい
ませんが、今まで感染予防のために購入したマスクや消毒液等は給付金の対象と
なりますか。また、これから購入するマスクや消毒液等は給付金の対象となります
か。

濃厚接触者の有無や感染者の発生の有無にかかわらず、支援金の給付を受けるこ
とができます。その際、これまで購入したマスクや消毒薬についても、令和２年４月１
日以降に購入したものについては、対象に含めることができます。これから購入する
マスクや消毒液も対象となります。

53

29 濃厚接触者が利用者にいない場合、支援金の対象にはなりませんか。 濃厚接触者の有無にかかわらず、支援金の対象となります。 33-1

30
多機能型簡易居室は、既存施設内のリネン室等、居室以外のスペースを改修（用
途変更）することでも該当になりますか。

厚生労働省に確認したところ、「感染症対策を講じるための目的に該当すれば対象と
なる」との回答を得ました。

11-1

31

当介護老人福祉施設では、自力歩行可能な方は、居室かユニット内のホールでの
面会を行っておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により施設で設置し
た面会場所までは距離があるため、車イスでの誘導が必要となった利用者がいま
す。このため、車イスが不足し、購入したいと考えておりますが、給付金の対象とな
りますか。

居室での面会を避け、別室を設けて面会していただくことは感染症対策として有効で
あり、そのための移動手段としの車椅子の購入は「かかり増し経費」と判断できること
から、対象に含めて差し支えありません。

56

32
当法人は、複数の介護保険事業所の他、有料老人ホームも運営しています。マス
ク、手袋、機材に関して、本部で一括購入し、必要数を各事業所に配るシステムで
運営しています。かかり増し分を法人全体で計算してよろしいですか。

本部で一括購入したものについて、各事業所に割り振って申請していただいて構いま
せん。ただし、同一の対象について、重複して申請はできませんので、御注意くださ
い。

60

33

かかり増し経費の対象物品の中にICT機器の購入費用とあります。Ｑ＆Ａではオン
ライン面会等での使用が例にあげられていますが、そのほかの使用方法で購入し
た場合、かかり増し経費として計上できるのでしょうか。具体的には、利用者のバ
イタル測定をICT機器（介護記録ソフト、iPad、体温計、血圧計、パルスオキシメー
ター）を利用して、短時間で測定を終わらせ、接触時間の短縮を目的としていま
す。

感染症対策に有効であることが合理的に説明できるものは、かかり増し経費として対
象に含めることが可能です。御検討されているようなＩＣＴ機器を利用したバイタル測定
も利用者との接触時間を短縮することにより、感染リスクの低減につながると考えられ
ますので、対象に含めることができます。

72

34
かかりまし経費は対象となった費用の１００％が支援金の対象となりますか。また、
他の補助金等の対象となったもの（かかった経費の５０％を受け取り済み）でも問
題ないですか。

他の補助金で措置されるものは本給付金の対象外となります。したがって、他の補助
金の対象となり、経費の50％補助を受けた場合、同一の対象について本給付金の対
象に含めることはできません。

85

35
かかりまし経費につきまして、サービス担当者会議や関係機関・家族との連絡調
整等を感染防止のためオンラインで実施しました。その環境整備のためのタブレッ
ト等ＩＣＴ機器の購入は、対象になりますか。

感染防止のためのかかり増し経費として判断できますので、令和２年４月１日以降に
購入したものであれば、対象となります。

88
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36

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の「複数事業にまたがる内容」の１８につきまして、「支援金につきましては、医
療、介護それぞれの事業において、かかり増し経費が発生していると考えられます
ので、それぞれのサービスの上限額まで申請が可能」とありますが、それぞれとは
医療70万円、介護51万８千円両方の金額を申請できると考えてよろしいですか。ま
た、「同一の対象について重複して支援金を申請することはできません」とあります
が、同一とはどのようなことを指すのでしょうか。

かかり増しとなった経費について、医療70万円、介護51万8千円の上限（基準額）ま
で、それぞれ申請することが可能です。ただし、あくまで上限額ですので、実際のかか
り増し経費が基準額を下回る場合は、それぞれ実際に支払う（支払った）金額が補助
額となりますので御注意ください。「同一の対象」とは、例えば70万円の車両を1台しか
購入していないのに、医療と介護に重複して申請して上限額までの補助（70万円＋51
万8千円＝121万8千円）を受けることはできないという意味です。

89

37

「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の申請をしたいので
すが、締切が令和３年３月３１日となっております。いつまでに購入した物でしょう
か。また、購入した物はマスクや消毒液等ですが、記入欄は備品購入費でよろし
いですか。さらに、申請の際には領収書の添付は必要ですか。

令和３年３月３１日までに「納品」になったものが対象となります。
単価が10万円以上の物品につきましては、「備品購入費」の欄に、単価が10万円未満
の物品につきましては、「需用費」の欄に記載してください（したがって、マスクや消毒
液等は需用費の欄に記入してください）。

90

38 オゾン脱臭加湿器搭載空気清浄機の購入は支援事業の対象となりますか。
空気清浄機につきましては、特に性能等の基準はありませんので、感染症対策に有
効なものであれば、対象となります。

93-4

39

介護ロボットの導入は対象となるとありますが、具体的に「見守りセンサー」を導入
する場合、巡回が頻回な方への訪室が大幅に減ることで感染症対策につながると
考えますが、対象となるでしょうか。
また、上記を施設内の全居室で稼働できる環境を整えるために館内にWi-Fi設備
を整備することも対象に含められるでしょうか。

利用者との接触機会を減らすための環境整備は感染リスクの低減につながると考え
られますので、対象に含めることができます。また、それらを稼働させるためのＷｉ－Ｆｉ
設備の導入費用も対象となります。ただし、通信費は対象外となりますので、御注意く
ださい。

95

40
当法人は地域密着型特養(29床)とショートステイが(40床)ですが、支援金の金額は　
40000×29床＋44000×40床の計算でよろしいですか。

感染症対策支援事業の２施設の上限額の合計額としては、左記のとおりです。ただ
し、ショートステイが「空床利用型」の場合は、（前年度1月あたりの平均利用者数）×
44000円となりますので、御注意ください。なお、ショートステイにつきましては、環境整
備助成事業（上限200,000円）も別に申請可能ですので、そちらも御活用ください。

63-3

41 支援金の使用の確認方法は、領収書の保管の他に何かありますでしょうか。
会計検査等で確認する場合がありますので、支出内容に関する証拠書類（領収書等）
を令和７年度末まで（５年間）保管しておいてください。

63-4

42

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の８につきまし
て、例えば500万円の車両を購入した場合、上限額で考えると対象の範囲内になり
ますが、個票は事業所単位で作成するようになっているため、特養だけでは120万
円超過することとなります。どのように取り扱えばよろしいですか。

当該車両の購入金額を各事業所の個票に按分して入力してください。 87

43
基準単価一覧表の（２）②在宅サービス事業における環境整備への助成事業の対
象経費 C換気設備に、簡易陰圧機能を備えた高機能空気清浄脱臭機や簡易陰圧
テントの購入経費は含まれるのでしょうか。

感染症対策に有効であると考えられますので、対象経費に含めていただいて差し支
えありません。

100
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44
新型コロナウイルス対策として、感染者が発生した際に備え衛生面に考慮し衣類
乾燥機を購入予定ですが、こちらは対象になりますか。

新型コロナウイルスが施設内で発生した場合は感染者（濃厚接触者）を個室等で管理
し、清拭で対応する場合が多くなると考えられます。その際、普段よりも洗濯ものの量
が多くなるため、そのような場合に備えるという意味では、かかり増し経費と判断でき
ます。

101

45
現在乾燥機付き洗濯機を共同で使用していますが、感染症対策のために、感染者
専用の乾燥機付き洗濯機を準備した場合の費用は対象になりますか。

同上です。 110

46
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の１３につい
て、「従業者へのマスクの配布」は、布マスクの場合も該当になりますか。

布マスクを購入した場合も、「衛生用品等の感染症対策に要する物品購入」として該
当になります。

106-1

47

現在事業所では、１つの固定電話で家族と入居者の連絡や内部の事務連絡に対
応しています。家族との面会を自粛している分、各居室で家族と電話ができるよう
にするため、また感染者が発生した場合に、拡大防止の観点からユニットを隔離し
連絡を取り合うために子機（PHS）を増設する費用は対象になりますか。

左記の場合、ＰＨＳの導入は感染防止対策として有効と考えられますので、機器購入
費（またはリース費用）は対象とすることができます。ただし、通信費用は対象外となり
ますので、御注意ください。

109

48
支出内容を証明する書類（領収書、振込記録等）について、提出義務はあります
か。事業所で保管していればよいのでしょうか。

支出内容を証明する書類については、実績報告の際は県への提出は求めない取扱
いとします。ただし、県から求めがあった場合は速やかに提出できるよう、適切に保管
願います。

111-3

49

サ高住の各室に呼び出し用ナースコールを設置していますが、呼び出しに応答で
きる親機はホールにしかない状況です。罹患者が出た際に複数の居室からの呼
び出しに対応するため、ピッチ（子機）などを準備した場合、その購入費用やナース
コールとの接続設定費用等も支援金に含まれるのでしょうか。

左記の場合、感染防止対策として有効と考えられますので、機器購入費及びナース
コールとの接続費用を対象とすることができます。ただし、通信費用は対象外となりま
すので、御注意ください。

115

50
支援対象経費について、別添１「基準単価」が申請マニュアルの中に見当たりませ
んがどこにありますか。

下記の県ウェブサイトの中の「申請にあたってお読みいただく資料」の上から３番目に
掲載しております。
【県ウェブサイト】https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/51305

119

51
除菌に使用するために電解次亜水生成器を購入する場合、感染症対策物品の対
象となりますか。また、非接触で発熱者を検知するAIサーマルカメラ（顔認証型）
を、設置したいと考えていますが、こちらは対象になりますか。

電解次亜水生成器につきましては、感染症対策に有効であれば対象とすることがで
きます。ＡＩサーマルカメラは発熱者を非接触で検知する点で、感染症対策として有効
であると考えられますので、対象とすることができます。

123

52
訪問介護事業所において、通所介護事業所と社用車は兼用でしたが、衛生面の
観点から事業所ごとの車を用意するため新しく購入した車は対象になりますか。

感染症対策に有効ということであれば、対象となります。 124-2

53 加湿器の購入費や、設置に伴う給排水工事費も支援給付金の対象になりますか。 感染症対策に有効と考えられますので、工事費も含め、対象となります。 129

54
新型コロナウイルス対策として日頃よりマスク・グローブ等の物品確保をしていま
すが、物品の保管庫として新たに物置を購入した場合、こちらは給付対象になりま
すか。

新型コロナ感染症対策によるかかり増し経費と判断できますので、対象となります。 132
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55 感染性廃棄物ゴミ置き場を設置する費用も対象になりますか。 新型コロナ感染症対策によるかかり増し経費と判断できますので、対象となります。 136-2

56 地域密着型通所介護の助成限度額はいくらですか。 384,000円となります。（「基準単価一覧表」（１）の№4） 137-2

57
当認知症対応型共同生活介護では、共用型デイサービスを行っております。共用
型デイサービスの部分で感染症対策支援事業と環境整備助成事業の申込みは可
能ですか。

「共用型デイサービス」を実施している場合で、当該共用型デイサービスでかかり増し
経費が発生している場合は、「認知症対応型共同生活介護」とは別に、「認知症対応
型通所介護」として助成を受けることができます。

108

58
利用者様との接触軽減のために、自動体位変換機能が付いたマットレスを購入し
た場合、この費用は給付金の対象となりますか。

感染症対策に有効であるとして事業所が購入するのであれば、対象として差し支えあ
りません。

140

59

法人で複数の事業所（拠点）があります。コロナ対策として、法人所有の建物を補
修し、各拠点の備品庫として、又、感染者が出た場合の簡易居室として活用するこ
とを計画しています。補修整備にあたり、各事業所ごとに包括支援給付から按分し
て支出し整備することは可能ですか。

可能です。整備に要した経費を各事業所ごとに按分して申請してください。 143

60
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電解水素水・電解酸性水整水器を施設
に導入した場合、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金」の衛生用品
等の感染症対策に要する物品購入に該当しますか。

感染症対策に有効であるとして事業所が購入するのであれば、対象として差し支えあ
りません。

145

61 物品の購入は中古でも対象になりますか。（自動車・加湿器等） 中古でも対象となります。 157

62

短期入所系は、１定員につき４４千円となっておりますが４０人（当施設の定員数）
×４４千円＝1,760,000円が最高限度額になるのでしょうか。
また、かかり増しの分は領収書がある段階でその都度申請できるのでしょうか。一
度きりの申請でしょうか。

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所につきましては、定員あたり44
千円が基準額ですので、40名定員であれば、1,760,000円が限度額となります。なお、
申請は各事業所・施設ごとに１回を想定しています。上限の範囲内であれば、複数回
の申請も可能ですが、年度末までの利用を見込み、基準額（限度額）で申請を行うこ
とも可能ですので御検討ください。

159-2

63
面会室の改修やプレハブについては対象となるとのことでしたが、室内から続く
デッキ等を整備することで、室外のオープンスペースを密のない環境として整備を
することも対象となりますか。

感染症対策に有効であると考えられますので、対象となります。 160

64
体表面温度測定サーマルカメラは補助金の対象になりますか。
対象となる場合何割程度補填されるのですか。

サーマルカメラは感染症対策支援事業の補助対象となります。その他の経費も含め
て、各サービスの種類ごとに定められている基準額の範囲内であれば、全額が補助
されます。

163

65

複数の事業所を運営していますが、サービス提供支援事業の補助額を複数事業
所の分を合わせた額で１つの施設の空調設備に充てることは可能ですか。
また、併設してる両施設にかかる整備（Wi-Fi整備等）は両施設の補助額を合算し
てもよいのでしょうか。

複数の事業所を運営しており、各事業所に共通するかかり増し経費がある場合（左記
の例ですと、空調設備の設置やＷｉ－Ｆｉの導入）は、かかった経費を各事業所に按分
して申請することが可能です。

164
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66
物品を購入した際の領収書ですが、法人で一括購入した場合は宛名が法人名に
なりますが原本をコピーして事業所ごとに按分した金額を記載すれば大丈夫でしょ
うか。あくまでも、事業所名での領収証が必要なのでしょうか。

法人で一括購入した場合は、法人名の領収書で結構です。 165

67

特定警戒区域を往来した職員や特定警戒区域の人と接触があった職員について
は、感染症対策の観点から２週間程度の自宅待機を経てから出勤しています。こ
のため、迅速な各職種の確保が必要と考え、人材紹介会社からの紹介で職員を
確保しました。この場合、紹介手数料は支援対象経費に該当するのでしょうか。

感染症対策のための追加的人員にかかる経費ですので、対象として差し支えありま
せん。

79-1

68
感染症対策として面会制限を長期間行うことに伴う家族対応や相談に応じるた
め、人材紹介会社から相談員の照会を受けました。この紹介手数料は支援対象
経費の対象になりますか。

同上です。 79-2

69

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の１５につい
て、当短期入所生活介護事業所では、６月から感染症対策として清拭タオルを
リース契約しています。リース料金（タオル代）は該当になりますか。

感染症対策としてのかかり増し経費であれば、対象として差し支えありません。ただ
し、リース料金は令和３年３月分までとなります。

106-2

70
通所介護事業所において、車１台あたりの送迎の利用者人数を減らすため、4月
20日に職員を入社させた場合の人件費は対象になりますか。

感染症対策のための追加的人員に対する給料であれば差し支えありません。（令和３
年３月分まで）

124-1

71
事業実施項目２について、６月より正看護師１名を採用しましたがこの者の給料は
本事業の対象になりますか。

感染症対策のための追加的人員に対する給料であれば差し支えありません。（令和３
年３月分まで）

134-1

72
事業実施項目２について、利用者の病院受診用の車いす対応自動車の購入を予
定していますが対象となりますか。

感染症対策のためのかかり増し経費であれば、対象として差し支えありません。 134-2

73
実施項目４について、現在面会を全面禁止しており、テレビ電話等による面会を検
討していますが、それらの経費は対象となりますか。

感染症対策のためのかかり増し経費と判断できますので、対象となります。 134-3

74
陰圧クリーンブース、空気清浄機等の購入を検討中ですが、台数を勘案すると助
成上限額を超える可能性があります。超えた分を「かかり増し経費」と捉えてよい
のでしょうか。

補助は助成限度額までとなり、限度額を超える部分は各事業所の負担となります。
「かかり増し経費」とは、新型コロナ対策により、かかり増しとなる経費、という意味で
す。

181

75 施設の抗菌処理は対象になりますか。 感染症対策に有効であると考えられますので、対象となります。 182

76
施設が来年度末（令和４年３月）をもって閉鎖予定となっている場合、タブレット・パ
ソコン等の物品購入やその他の事業において制約はありますか。

単価が30万円以上の機械等につきましては、法令（※）の規定により、一定期間が経
過するまで、知事の承認なしに、譲渡、廃棄等ができないことになっております。（補
助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令）

183
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77
マスク、ビニール手袋等の金額が異常に値上がりしていますが、値上がりした分も
かかり増し経費として計上してもよいのでしょうか。

マスク、ビニール手袋等の衛生用品の購入費については、通常よりも多く購入されて
いると思いますので、購入費自体をかかり増し経費と判断していただいて結構です。

196

78

「C：換気設備」とありますが、建物を改修して換気扇等を設置した場合という考え
方でよいのでしょうか。
また、空間空気清浄機（床設置式）の購入は環境整備ではなく、感染症対策を徹
底した上での介護サービス提供支援事業（ａ：衛生用品等の感染症対策に要する
物品購入）に該当するのでしょうか。どちらの助成事業に該当になるか教えてくだ
さい。

環境整備助成事業の「C：換気設備」は建物改修により換気扇等を設置した場合だけ
でなく、床設置式の空気清浄機も対象に含まれます。また、空気清浄機は感染症対
策支援事業、環境整備事業事業のいずれの対象にも含まれます。

197

79

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の７に、「タブ
レット等ICT機器の購入またはリース費用（通信費用を除く）」とありますが、委託先
設置費用（訪問基本料＋導入料）及びカメラ、マイク、無線アクセスポイント等の機
器購入費用は費用対象に含まれると考えております。導入後の保守サービス費用
（５年）は対象に含まれますか。例えば、令和３年３月３１日までの経費分として１年
分だけ含まれるということはありますか。

機器購入費用は対象になりますが、導入後の保守サービス費用は対象外となりま
す。

185

80
感染症給付支援金について、施設内のトイレの和式から洋式への改修工事は、感
染支援対象に当たりますか。

例えば、和式の使用頻度が低く、洋式へ改修することによって利用者が分散されて感
染リスクが減少するなど、感染症対策に役立つものであることが合理的に説明できる
ようであれば対象に含めていただいて差し支えありません。

188

81

感染症対策支援事業について、対象は2021年3月末までの費用とのことですが、
感染対策で3年間リースの除菌機器をレンタルして、2021年4月以降のリース費用
を3月末までに前払いした場合、その費用は含めてもよろしいですか。また、ロボッ
トで自動的に清掃・除菌できる掃除機（ルンバやWhizなど）も対象となりますか。

リース費用については、2021年3月末までの分が対象となります（2021年4月以降の分
を含めることはできません）。ロボットで自動的に清掃・除菌できる掃除機については、
感染症対策に資するものであれば、対象に含めて差し支えありません。

212

82

「多機能加湿器」で、効果として「空気清浄・消臭・加湿・除菌」があるものは補助の
対象になるということでよいでしょうか。
また、当施設は全てのサービスの補助上限額合計が3,672千円、加湿器の購入予
定額が4,060千円ですが、この場合4,060千円－3,672円＝388千円が実質負担額と
いう考えでよいのでしょうか。

効果として、空気清浄、除菌効果があるものであれば、感染症対策として有効である
と判断できますので、対象として差し支えありません。当該機器をすべてのサービス
区分で共有する場合で、購入費用を各サービスに按分する場合は、後段はお見込み
のとおりです。

235

83
訪問介護事業所において、在宅でのデスクワーク、リモートでの会議や感染防止
のためパソコン共有化を防止することを目的として、ノートパソコンを5月に購入済
みであるが給付の対象になりますか。

感染防止対策として購入されたものであるとのことですので、対象となります。 236

84
コロナウイルスを除菌できる「塩化ベンザルコニウム」を主成分とする除菌液を使
用した自動オシボリ製造機及びこれに関連する商品を購入した場合、この費用は
給付金の対象となりますか。

感染症対策に有効であると判断できるようであれば、対象として差し支えありません。 240
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85 支援対象経費として、「ＩＣＴ機器」とありますが、電話交換機は含まれますか。
職員同士の接触機会を減らすことができるなど、感染防止対策になるのであれば、対
象として差し支えありません。

242

86

申請書のExcelファイルのうち、「提供サービス」欄で「介護予防・生活支援サービス
事業の事業者」を選択すると、「２．感染症対策を徹底した上での介護サービス提
供支援事業」の補助上限額が記載されません。地域包括支援センターの業務は
感染症対策費用助成事業の対象外ということですか。それとも他のサービスを選
択するべきですか。

地域包括支援センターの場合、提供サービスは「居宅介護支援事業所」を選択してく
ださい。

244-1

87

感染症対策として、おむつ交換の回数削減のために高吸収の尿パッドの利用を検
討しています。高吸収のものを使用した場合、小判の尿パッドよりも高額になりま
すが、その費用についてかかり増し経費の対象となりますか。
また、感染者にポータブルトイレを使用する際、感染対策としてバケツに袋をかぶ
せ、中へ大判の尿パッドを敷き込むことで汚物を水栓に流すなどのリスクを回避
し、廃棄処理を行いたいと考えています。その物品代金は申請可能でしょうか。

おむつは基本的に介護報酬でまかなわれるものであることから、普段使用しているも
のをすべて高吸収のものに変更し、それらの経費をすべてかかり増し経費の対象とす
ることはできません。ただし、施設内で感染が発生した場合などに備えて、感染リスク
を減らす目的で事前に購入し備蓄しておくなどの場合はかかり増し経費と判断できま
す。
後段の「また」以下につきましては、感染拡大防止に資するものですので、対象となり
ます。

261

88
「感染症対策に要する物品」には、加湿･除菌機能を持ち合わせた機器の購入も対
象となりますか。

事業所において、感染症対策に資するものと判断できるのであれば、対象として差し
支えありません。

263

89

支援の対象期間について、令和３年３月３１日までの経費について助成とあります
が自動車を購入する場合、
①現金一括購入でなければ助成対象にならないのでしょうか。
②５年ローンを組んだ場合は、令和３年３月３１日までの支払い分については対象
になるのでしょうか。
③令和２年８月に６回払いのローンで購入し令和３年３月３１日まで返済が終了し
た場合は対象となりますか。

①、③…３月３１日までに支払が完了していれば、対象となります。
②リースであれば、３月末までの支払分が対象となりますが、５年ローンを組んだ場合
は３月末までに当該車両についての支払が完了していないので、対象とはなりませ
ん。

82

90

生活支援ハウスについて、厚労省のQ＆Aでは慰労金の対象になるということでし
たが、支援金も対象になるのでしょうか。
また、対象となる場合、上限額はどの施設種別の上限額で対応すればよいでしょ
うか。

生活支援ハウスについては、慰労金支給の対象のみとなります。
サービス提供支援事業等の対象には、該当しません。
（厚生労働省に確認しました）

168

91

当小規模多機能型居宅介護事業所では、今秋より、小規模多機能型居宅介護事
業所のサテライト事業所を開設予定です。その場合、本体事業所としての支援金
（(1)475千円+(2)②200千円＝合計675千円）については表のとおりと思いますが、
サテライト事業所の場合の支援金の対象の有無及び金額はどのようになります
か。

サテライト型事業所自体が本体事業所とは別に指定を受けている場合は、それぞれ
が支援金の対象となりますが、別に指定を受けていない場合は対象とはなりません。
基準額は、指定を受けている事業所の種別により判断してください。
（厚生労働省に確認しました）

189

92

サーマルカメラ、自動ドア、電話設備を連携させ、サーマルカメラにて来訪者が測
定した体温が基準値以上、またはマスク未着用の場合に検知し、自動ドアが解錠
されずに電話端末へ発報されるシステムを構成する際は、自動ドア･電話設備の
費用も感染対策の支援対象になりますか。

自動ドア、電話設備を含め、一体として感染症対策となるものであれば、それらを対
象に含めていただいて差し支えありません。

264
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93
施設系サービスで空床利用型の短期入所を行っている場合の取り扱いで短期入
所は前年度１月当たりの平均利用者数×基準単価とのことですが、平均利用者数
とは延べ人数と実人数どちらになりますか。

空床利用型の定員については、１月当たりの実人数を入力してください。算出方法
は、「１月あたりの平均利用者数＝年間の利用者実人数÷１２」です（厚生労働省に
確認しました）。

281

94
生活支援ハウス職員は慰労金の対象となっておりますが、感染症対策支援事業
では生活支援ハウスは対象になるのでしょうか。なるとすれば基準単価の種別は
どうなりますか。

生活支援ハウスについては、慰労金支給の対象のみとなります。
サービス提供支援事業等の対象には、該当しません。
（厚生労働省に確認しました）

282

95

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業【感染拡大防止対策や
介護サービスの提供体制の確保のための経費】について感染症対策に要する経
費であれば、申請時に事業実施計画書に記載した購入予定品目等、内容を変更
して購入することは可能でしょうか。

感染症対策に要する経費であれば、申請時と内容を変更して購入していただいても
構いません。

283-2

96
申請書の様式２の【感染拡大防止対策や介護サービスの提供体制の確保のため
の経費】の科目の分け方について、空気清浄器の購入や手洗い場の設置はどの
科目にしたらよいでしょうか。

目安として、単価や設置費用が10万円以上となる場合は、「備品購入費」の欄に、10
万円未満の場合は、「需用費」の欄に記載してください。

284

97
オゾン発生器の導入を検討していますが、４．在宅サービス事業所における環境
整備への助成事業の「４．在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」
での助成対象になるのでしょうか。

対象に含めていただいて差し支えありません。 285

98
感染者を隔離保護するために居室にエアコンを取り付けたいのですが、エアコン
購入、電気工事は設備整備の対象になりますか。

感染症対策支援事業の対象に含めていただいて、差し支えありません。 296

99
感染者発生時、現状の職員で対応する場合に特別手当等（危険手当）を支給する
予定です。特別手当等は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金の中の
どの項目に該当するのでしょうか。それとも該当しないのでしょうか。

感染症発生時において、感染者に対応する職員に支給する特別手当等につきまして
は、当該「包括支援給付金」ではなく、別の補助金（介護サービス継続支援事業費補
助金）で支援することとしております。詳しくは、以下の県ウェブサイトで御確認くださ
い。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/47798

276

100
職員休憩スペースのエアコンを換気･空気循環のためによりパワフルなものに設置
し直す場合は、助成事業の対象になりますか。対象となる場合はかかり増し経費
と環境整備のどちらになりますか。

感染症対策であれば、対象となります。その場合、感染症対策事業、環境整備助成
事業のいずれにも対象となります。

301-1

101
建物を借用している物件での空調設備の設置は助成事業の対象となりますか。
（エアコンの入れ替えや新規設置等）

事業所が設置費用を負担する場合は、対象となります。 301-2

102
感染症支援対策事業の「かかり増し」経費について、施設利用者の送迎時に体調
の異変が感じられた場合等の緊急連絡用に、各車両に携帯電話を常備させたい
のですが、購入費用は対象になりますか。

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に資するかかりまし経費であれば、
感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。

315
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103

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の、「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の「５」及び
「４１」について、感染症対策として２人部屋を半分に区切り、１人部屋を２部屋に改
修する工事を行う予定です。その際の工事費用や設置する便器・換気扇の代金と
その設置工事費用は、給付金の対象となりますか。また、なるとした場合、改修工
事の総費用の中に料金が含まれているため、機器代金や工事費用の領収書はな
く、その金額等は、施工業者の請負代金内訳書に記載されます。支出内容に関す
る証拠書類として保存しておくのは、請負代金内訳書でよろしいでしょうか。

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に資するかかりまし経費であれば、
感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。
請負代金内訳書に支出内容が明記されているのであれば、証拠書類となります。

316

104
支援金で購入した備品等を資産計上する際、今回の支援金は圧縮記帳で計上す
ることは可能でしょうか。また、支援金の交付決定通知書は申請をした備品別に発
行になりますか。それとも全ての申請備品の合計での発行になりますか。

県からの給付金であるため、固定資産の取得や改良に充てる等要件を満たしていれ
ば、圧縮記帳の対象になると考えられますが、経理上の処理については、税務署に
御確認ください。交付決定通知書は、備品別ではなく、御提出していただいた申請書
ごとに、発出いたします。

318

105

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の支援対象経費につい
て、感染症対策にあたる職員はかなりのプレッシャーの中で働いており、現在の状
況は離職につながってしまうと考えられます。そこで職員の業務を改善するために
記録システムの導入及びＩＣＴ機器を購入した経費は対象と考えてよろしいです
か。また、居宅介護支援でも職員が事業所に戻り記録しなくてもよいようにすれば
密になる環境を防げるため、記録システムとタブレット等を購入したいと考えるが、
こちらも対象となると考えてよろしいですか。

単に従業者の方の精神面での負担軽減を目的とする場合は給付の対象から除外さ
れますが、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供を目的として、記録システ
ムの導入及びＩＣＴ機器の購入を行った場合は、その経費は給付の対象となります。
居宅介護支援事業所における、記録システムとタブレット等の購入についても、同様
の考え方です。

319

106

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の、「複数事業にまたがる内容」の「５３」について、支援金については、「補助
金事業収入」、「施設整備等補助金収入」で受け、さらに固定資産については「国
庫補助金等特別積立金」への計上も併せて処理するものと考えますがよろしいで
すか。

経理上の処理については、税務署に御確認ください。 322

107
感染症対策の支援で物品を購入した場合、消費税の扱いはどうなりますか。ま
た、補助の上限額が10万円の場合に、税抜で10万円の物品を購入した際は、補
助金は税込の11万円ではなく、補助の上限額の10万円となるのでしょうか。

消費税込の費用が対象となります。補助上限額と消費税込の所要額を比較していず
れか低い方までしか申請できません。

330

108

一つの建物内で一体的に運営している事業所において、事業所番号の指定を複
数受けている場合、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金事業実施計
画書」に記載する職員数について、該当する事業所番号について、同一の職員数
を記載して提出してもよいのでしょうか。
※施設内の委託業者や厨房職員、事務職員等を厳密に分けることが困難のた
め。

同一の職員数を記載していただいて差し支えありません。 332

109
地域包括支援センターの上限額は「居宅介護支援事業所」と同一となるとのことか
ら、148,000円でよろしいでしょうか。

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについては、お見込みのとおりです。 334-1

110

介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリ、居宅介護支援事業所、地
域包括支援センターを運営していますが、浴室の工事をする場合すべてのサービ
スで按分してもよろしいでしょうか。
浴室を利用するのは入通所者のため、居宅及び包括は按分の対象から外さなけ
ればなりませんか。

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業については、介護サービス
提供のための経費が対象となるため、サービス提供において浴室を使用しないサー
ビスについては、浴室工事にかかった経費は対象となりません。

334-2
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111

同一建物内で、入所系サービス事業所、訪問系サービス事業所、通所系サービス
事業所を運営しています。
感染防止のため、通所サービス利用者と施設入所者が接触することがないよう、
通所系サービス事業所と入所系サービス事業所をつなぐ廊下に仕切りドアを設置
する場合、この設置については申請の対象となりますか。

ドアの設置が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要なかかりまし経
費であれば、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費
に該当します。

335

112

災害補償として、施設の業務遂行中において医療機関に関する法律に定める１
類、２類、３類感染症に罹患し、結果死亡した場合･入院･通院した場合の見舞金
支給等の（新型コロナ感染症が加えられた）介護保険･社会福祉事業者総合保険
に新たに加入した場合の保険料は、令和３年３月３１日までの経費分は助成事業
の対象として計上できますか。

見舞金支給等の（新型コロナ感染症が加えられた）介護保険･社会福祉事業者総合
保険への加入が、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要なかかりま
し経費であれば、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経
費に該当します。

337

113

①ギャッジベッドに代えて，入所者操作用のリモコンと，別にベッド足元側に職員用
コントロールパネルを配備した電動ベッドを，接触感染リスクの低減を目的に購入
した場合，この度の助成の対象となるでしょうか。

②既に実施計画書をお出ししておりますが，計画書の「用途・品目・数量等」の欄
には上記①のベッドは記載しておりませんので，購入する場合には改めて計画書
の提出が必要でしょうか。

①感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に資するかかりまし経費であれ
ば、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当しま
す。

②既に申請していただいていて、かつ申請額に変更がない場合は、実施計画書上の
「用途・品目・数量等」が実績と異なっていたとしても、改めて計画書を御提出していた
だく必要はありません。後日提出していただく実績報告書にて、実績を御報告くださ
い。

342

114

基準額（限度額）で申請をしました。当初の計画よりも安く購入することができたの
で、残額を新たな対策費に充てたいと考えています。
購入品や科目を変更（追加）する場合は届け出が必要でしょうか。必要な場合はそ
の手続き方法を教えてください。

既に申請していただいていて、かつ申請額に変更がない場合は、実施計画書上の
「用途・品目・数量等」が実績と異なっていたとしても、改めて計画書を御提出していた
だく必要はありません。後日提出していただく実績報告書にて、実績を御報告くださ
い。

343

115

既に、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療機関・薬局における
感染拡大防止等支援事業）の交付申請」（70万円）は申請済みです。慰労金も申
請済みです。調剤薬局で在宅患者訪問をしております。毎月介護給付費を国保連
へ請求もしています。この場合、上記の（医療機関・薬局）の支援申請の他に介護
の枠で20万円の限度で申請は可能でしょうか。
もしも可能な場合は、在宅訪問時だけの感染予防に対しての物品購入のみ申請
可能でしょうか。店舗での感染防止の物品購入もよろしいでしょうか。「（医療機関・
薬局）の申請分とは重複しません」

薬局であっても、介護事業所としての業務で介護サービス提供を行うために必要なか
かり増し経費が発生している場合は感染症対策を徹底した上での介護サービス提供
支援事業での、「３つの密」を避けて介護サービス提供を行うために必要な環境整備
に要する費用が発生している場合は環境整備への助成事業での申請が可能です。た
だし、医療分と対象経費が重複しないよう、分けて申請する必要があります。提供して
いるサービスが居宅療養管理指導なのであれば、基本的には店舗での感染防止の
ための物品購入は、介護サービスの提供と直接関係しない可能性が高いと考えられ
ますが、そうである場合は、対象となりません。

346

116
施設内での感染疑いのある方が出た場合、施設内ゾーニングにて対応をはかるこ
ととなるが、ユニット単位でのゾーニングを想定しており、ゾーニングされたユニット
専用ＡＥＤを購入することはこの度の支援金の対象となりますか。

ユニット専用ＡＥＤの購入が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な
かかりまし経費であれば、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
の対象経費に該当します。

348

117
数年前より使用している器機が故障し購入を検討しましたが高額になるため修理
することになりました。その修理代は対象になりますか。具体的には医療用器具な
どの「高圧蒸気滅菌器」と入所者利用スペースの「エアコン」です。

医療用器具などの「高圧蒸気滅菌器」と入所者利用スペースの「エアコン」の修理代
が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要なかかりまし経費であれ
ば、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当しま
す。

３５４
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118
感染症対策でプラズマクラスター空気清浄機をリースで導入しましたが、かかり増
し経費として認められますか。

プラズマクラスター空気清浄機のリース費が感染症対策を徹底した上での介護サー
ビス提供に必要なかかりまし経費であれば、感染症対策を徹底した上での介護サー
ビス提供支援事業の対象経費に該当します。

359-2

119

感染症対策を徹底したうえで、支援対象経費、掛かり増し経費として物品の購入に
利用しようとしているところです。次について支援可能かご回答をお願いします。空
気清浄加湿器４台、オンライン面会システム１組（２台）、空間消毒装置１台、非接
触型検温システム１台。

いずれにつきましても、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な物
品であれば、それらの購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での
介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。

361

120
来年度もコロナ禍の状況が見込まれる中、2021年3月31日までに職員・利用者向
けにマスクを大量購入（3000枚以上：年度中に使い切れない量のものを購入）した
場合でも、「かかり増し経費」として認められるでしょうか。

年度内に購入し、かつ、納品になっていれば、その購入費については、感染症対策を
徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。

362-3

121

入居者が居室や浴槽脱衣所ベッド等から車椅子などに移乗する際、職員が入居
者身体に触る時間や回数を削減することで、感染リスクを軽減するための移乗用
シートを購入する場合、今回の感染症対策支援事業の対象品になりますか。また
発熱や新型コロナウイルス感染症の疑いがある入居者と他の入居者の併用を避
ける目的で耐圧分散機能付きエアマットを購入する場合は、今回の感染症対策支
援事業の対象品になりますか。

移乗用シートや耐圧分散機能付きエアマットが感染症対策を徹底した上での介護
サービス提供に必要な物品であれば、それらの購入費等のかかりまし経費は、感染
症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。

364

122
消毒等の作業工数が増えたために、これまでの人員だけでは通常業務への対応
が難しくなりました。民間の人材紹介会社を通じて介護職員等を採用した場合の
費用（紹介料、仲介料）は対象になりますか。

感染防止のための増員のため発生する追加的人件費は、感染症対策を徹底した上
での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。

366-1

123
新型コロナ支援事業費を使用し、パソコンを購入した場合に、アンチウィルスソフト
も入れなくてはならないのですが、そのソフトの有効期間が５年の場合は導入時に
必要な周辺機器の一部として事業費を使用してもよろしいでしょうか。

有効期間が５年のアンチウィルスソフトであっても、年度内に支払いを行い、かつ導入
しているのであれば、その購入費は、感染症対策支援事業の対象経費になります。

372

124

施設では利用者へ休憩・水分補給のために、湯飲み茶碗やコーヒーカップを使用
し、それを職員が手洗いをしていますが、利用者が使用した茶碗・カップに直接手
が触れないようにする為食洗器を購入予定です。この場合の食洗器はかかりまし
経費の該当になりますか。

食洗器が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な物品であれば、そ
の購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支
援事業の対象経費に該当します。

386
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125

当法人の職員が発熱等のコロナ感染症と類似の症状が有り、出勤停止と併せて
主治医へ相談するように指導実施。結果PCR検査実施し陰性確認。経過見て出勤
可能としました。この場合の自費（法人負担）で検査したPCR検査費用の助成金
は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）の【感染拡大防止
対策や介護サービスの提供体制の確保のための経費】としてよろしいでしょうか。

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費となります。 388

126

施設内において感染疑いのある方が出た場合、すぐさま厚労省や県の発出された
指示を受けた対応をとることになるが、感染経路不明や自覚症状のない方も多く
見受けられております。特に出入りのある方（施設職員になるが）を対象に新型コ
ロナウイルス抗体検査キットにて簡易的に感染対策を講じる場合、新型コロナウイ
ルス抗体検査キットの購入費は対象となりますか。

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費となります。 389

127

令和2年12月1日に事業を開始したショートステイの感染防止対策物品の購入です
が、開始以前（R2年11月30日以前）に購入したものは、いつから準備した物まで給
付金の支給対象になるのでしょうか。令和2年6月から購入した物（マスク、パー
テーション・掃除機等）があります。また領収書ですが職員個人が立替購入した物
の領収書でもOKでしょうか。

令和２年４月１日以降のかかりまし経費は対象となります。職員個人が立替購入した
物の領収書でも証拠書類となりますが、事業所で保管してくださいますようお願いしま
す。

405

128
既に支援金の交付を受けています。当事業所では、入札を行い物品を購入しまし
た。その結果、契約時差額金が発生しておりますが、更にその差額金を活用して
物品の購入が可能ですか。

申請時に予定していた用途、品目、数量等と異なる場合でも、交付決定された金額ま
で使用することは可能です。実績報告時に実際に使用した用途、品目、数量等を報告
してください。

407-1

129

受付番号３３５の｢通所サービス利用者と施設入所者が接触することがないよう、
通所系サービス事業所と入所系サービス事業所をつなぐ廊下に仕切りドアを設置
する場合」の設計料については、工事の一部として、感染症対策を徹底した上での
介護サービス提供支援事業の対象経費に含めてよろしいですか。

対象経費に該当します。 408

130

新型コロナウイルス感染症対策として、清掃業者へ委託し、特別清掃及び消毒を
今年度2度実施しました。支援対象経費の「消毒費用・清掃費用」に該当しますか。
また、この委託費用につきまして一括払いではなく月払いにしているのですが、か
かり増し経費として計上してよろしいですか。

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の対象経費に該当します。
月払いでも対象経費に該当しますが、対象となるのは、令和３年３月３１日までの支払
いに限ります。

409

131

お湯で温めるタイプのホットパックの煮沸消毒時間はおよそ80度で10分間必要とさ
れており、提供時間内ではその時間を確保するのが難しいです。そこで、電気で温
めるホットパックを使用することで、その都度消毒作業を行いたいと考えておりま
す。電気ホットパックの購入はかかり増し経費の該当になるでしょうか。

電気ホットパックが感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な物品で
あれば、その購入費等のかかりまし経費は、感染症対策を徹底した上での介護サー
ビス提供支援事業の対象経費に該当します。

411
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№ 質問 回答 受付番号

在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業

1
基準単価が、「電話による確認」と「訪問による確認」に分かれて記載されています
が、同一人について両方の申請が可能ですか。

同一人について、両方の申請はできません。どちらか一方になります。 -

2
在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で行っ
た場合とされていますが、居宅介護支援事業所も同様に利用者に電話電話連絡し
ている場合、支援金額は両方の事業所から申請することができますか。

支援内容が異なることから、両方の事業所で算定可能です。 -

3
記録が求められるのは電話や訪問による利用者の確認のみで、ケアマネ等との
連携やサービス提供のための調整については記録は不要ということでよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。 -

4

再開支援電話・訪問に確認について
①実施の有無が分かるように簡易的なリストを作成して日付を記載し、訪問・電話
どちらによるものかをわかるよう記録すればよいのでしょうか。
②要支援・介護・事業所対象者問わず全ての方が対象でしょうか。

①実施の有無だけではなく、マニュアルのＰ５に記載している要件を満たすことがわか
る記録をお願いします（利用中断の期間、利用者の健康状態・生活ぶり、希望する
サービスなど）
②マニュアルＰ４に記載している支援対象サービスの利用を休止している方が対象と
なります。ただし、事業所指定サービスのみが対象となり、委託・補助等によるものは
対象外です。

111-2

5
再開支援電話・訪問による確認について、対象人数は概算（定員数）で計算し申請
して問題ないでしょうか。東京都では、「支援見込みが困難な場合は事業の定員で
見込みをお願いします」との回答がありましたが、同様と考えてよいのでしょうか。

対象人数は概算で差し支えありません。（ただし、実績が補助を受けた金額に満たな
い場合は返還額が生じますので、ご了承ください。）

175

6
「在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成」の「利用休止中の利
用者」の解釈について、新型コロナには関係ない理由で休止となっている場合でも
対象となるのでしょうか。

厚生労働省の事業実施要綱上、サービス利用休止の理由は問われていないため、
対象となります。

217-1

7
再開支援の助成について、居宅介護支援事業所が包括支援センターから委託を
受けて支援している要支援の利用者は対象となりますか。なる場合は申請方法を
教えてください。

居宅介護支援事業所が包括支援センターから委託を受けて支援している要支援の利
用者も対象となります。申請にあたっては、委託元、委託先のいずれから申請してい
ただいても結構ですので、委託元と調整してください。ただし、同一人物について重複
してカウントしないよう御注意ください。

222

8

「在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成」について、居宅介護
支援事業所においても、ご利用者が入院等により1か月の間在宅サービス利用休
止となり、その間連絡・調整等を行った場合対象となるのでしょうか。
例）　9/1～ 9/14サービス利用（支援費発生）
　　 9/15～10/17入院
　　10/18～サービス利用再開（支援費発生）

居宅介護支援事業所においても、過去１か月の間、在宅サービス事業所のサービス
を１回も利用していない利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサー
ビスの確認、サービス事業所との連携（必要に応じケアプラン修正）を行った場合は、
対象となります。御質問の例については、最後の在宅サービス利用から１か月の間に
（１０月１４日までに）、利用者の健康状態の確認等を行っている場合は、対象となりま
せん。

323-1
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№ 質問 回答 受付番号

9

「令和2年7月8日付新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）に関す
るＱ＆Ａ（第1版）」Ｐ．26 139について、例2が対象とならない理由は、健康状態の
確認をしたのが利用休止となった日から1か月を超えていないためという解釈でよ
ろしいでしょうか。居宅介護支援事業所としても、再開支援の実施（健康状態の確
認等）について、利用休止から1か月を超えていないと対象とならないという解釈で
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。利用者の健康状態の確認等の再開支援の実施時点で、サー
ビス休止期間が１ヶ月を経過している必要があります。

323-2

10
介護サービス再開に向けた支援事業で、訪問での確認で証拠書類としてどのよう
なものが必要でしょうか。

在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業については、対象経
費が限定されておりませんので、証拠書類はありませんが、事業所の収入としたこと
が分かるようにしてください。

403

11
サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を、一般社団法人等に依頼して
代わりに行ってもらった場合は、介護サービス再開に向けた支援事業の対象にな
るのか。

在宅サービス事業所のサービス提供に従事する従業者が再開支援を行った場合の
み、在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業の対象となりま
す。

410
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№ 質問 回答 受付番号

在宅サービス事業所における環境整備への助成事業

1
自転車やタブレット等の購入費用については、「感染症対策を徹底した上での介護
サービス提供支援事業」でも対象となっていますが、両方で申請してもよいでしょう
か。　　

両事業に申請を行うことが可能です。ただし、同一物品の購入について、重複して申
請することはできません。

-

2
環境整備の例として、長机とありますがサイズ等に基準はありますか。
例えば、「２ｍの距離をとって座ることができる」ということで円形の机でもよいので
しょうか。

感染防止対策に資するものと考えられますので、対象となります。 11-5

3
「在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の支援対象経費につい
て、はめころしの窓を開閉できるように改修した場合の費用も対象となりますか。

はめころしの窓を開閉できるように改修した場合につきましても、換気をよくし、「密閉」
を避けるという点で感染症対策に有効であると考えられますので、対象経費に含まれ
ます。

18

4

３密の回避のため、病院受診のインターネットへの切り替えを予定しており、Web診
察の基盤整備をしております。Wi-fiが整備されていない利用者の方のために、Wi-
fi機器のレンタルを考えていますが、月々のレンタル料は支援の対象になります
か。

Ｗｉ－Ｆｉ機器のレンタル料につきましては、令和３年３月（令和２年度末）までの経費に
ついては対象となります。ただし、通信費用は対象外となりますので、ご注意くださ
い。

33-2

5
「在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の助成金２００千円を利
用して消毒液やマスク等の備品購入は可能でしょうか。

「在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」は３つの密を避けてサービス
提供するために必要な環境整備に要する費用を対象としているため、消毒液やマスク
は対象となりません。消毒液やマスクの購入については、感染症対策支援事業を活
用してください。

195

6
くみ取り式のトイレを簡易水洗もしくは水洗トイレに変更する工事や、トイレ内の換
気設備の整備は環境整備への補助事業の対象となりますか。

環境整備助成事業は３密を避けるための環境整備費用が対象となりますので、環境
整備助成事業の対象にはなりません。感染症対策支援事業についてであれば、例え
ば、トイレを変更することにより、排泄物に触れるリスクが減るなど、感染対策に有効
であると判断できる場合は、対象として差し支えありません。

223

7
居宅介護支援事業所は「在宅サービス事業所における環境整備への助成」（上限
２０万円）の申請対象でしょうか。

対象となります。 299

8

在宅サービス事業における環境整備への助成について、接触を避ける対策とし
て、給与明細等を毎月手渡しで行っていた部分を電子化しスマートホン等で確認
ができるように環境整備を考えています。環境整備事業にこの電子化が該当にな
りますか。また、費用については、導入月に一年分支払います。11月からの導入で
一年分、来年の10月までの契約が該当になりますか。
該当する場合、契約料を各在宅系事業所で按分して請求してよろしいですか。ま
た、入所系事業所職員、保育職員、事務職員、厨房職員等、法人全体の整備に利
用してよろしいですか。

「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要するものの購入
費用が対象であり、給与明細の電子化等、直接サービス提供とは関係のないことに
ついては、対象となりません。

329

- 33/56 -



№ 質問 回答 受付番号

9

通いサービスの送迎において、送迎車両1台に乗る利用者様の数を減らし、｢３つ
の密｣を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要するものの購入費
用ということで、令和3年3月までの車両リース料と自動車任意保険料については、
｢在宅サービス事業所における環境整備への助成事業｣に該当するという認識でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 352

10
今後、乾燥対策として事務所に加湿器の購入を検討しております。空気清浄機は
環境整備事業（C.換気設備）の対象となっておりますが、加湿器も環境整備事業の
対象と考えてもよいのでしょうか。

加湿器が「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要するも
のであれば、その購入費用は環境整備事業の対象となります。

357

11
手洗いうがい時の密を避けるため、環境整備助成事業を活用して、玄関に手洗い
場を設置する事は可能でしょうか。

玄関に手洗い場を設置することが「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要
であれば、その改修費用は環境整備事業の対象となります。

360

12

今年４月に閉鎖した他社のデイサービス事業所の建物を賃貸で取得し、１０月１日
から新たにデイサービス事業を始めました。事業開始にあたって、密を避けるため
に壁を解体して機能訓練室（兼食堂）のスペースを拡張しましたが、この改修費用
を環境整備費用として申請してよろしいでしょうか。また、申請できるとした場合、
事業施設計画書（様式２）の科目はどのようにしたらよろしいでしょうか。

壁の解体及び機能訓練室（兼食堂）の拡張が、「３つの密」を避けてサービス提供を行
うために必要であれば、その改修費用は環境整備事業の対象となります。
その改修が請負契約等の締結により他者に委託しているのであれば、委託料に記載
してください。自ら改修を行っているのであれば、需要費等実際に要した経費の箇所
に記載してください。

363

13
当事業所では感染対策のため、窓を大きく開けて換気しています。冬になり寒さを
感じ、現在エアコンだけでの暖房では暖かくないので、ストーブの購入を検討して
います。ストーブは環境整備の費用に該当するのでしょうか。

「３つの密」を避けてサービス提供を行うために窓を大きく開けて換気するため、ストー
ブを購入する場合は、その購入費は環境整備助成事業の対象経費になります。

370

14
効率的な換気ができるようCO2濃度測定器購入を検討しておりますが、CO2濃度
測定器は、在宅サービス事業所における環境整備への助成事業の支援対象経費
としてよろしいでしょうか。

CO2濃度測定器が「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な、効率的な
換気を行うための設備であれば、その購入費等の経費は、環境整備助成事業の対象
経費に該当します。

406
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№ 質問 回答 受付番号

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業

1 施設管理者、事務職、調理員、清掃職員、送迎職員等は対象になりますか。
利用者と接する職員であれば対象になります。委託職員や派遣職員も対象になりま
す。ただし、保険販売員、レストラン、飲料販売業者など賃貸借契約等によって場所を
借りて事業を行っている方は対象外です。

-

2
勤務した複数の対象施設を通算したら１０日間を超える場合は支給対象になりま
すか。

対象になります。重複して給付を受けた場合、不当利得として返還が必要になります
ので、重複請求にならないよう気を付けてください。（特に、委託、嘱託職員等として、
ヘルプ業務等で、複数施設に勤務した方は、ご注意ください）

-

3
訪問介護事業所併設のサービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホームの場合、
サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの事務員・調理員（入居者との接
触あり）についての申請は、訪問介護と別に県への申請でよいでしょうか。

当該有料老人ホーム等が特定施設に該当しない場合であれば、お見込みのとおり、
訪問介護とは別に申請することになります。なお、特定施設入居者生活介護の指定を
受けている事業所であれば、特定施設入居者生活介護のみ対応している従業員だけ
ではなく、事業所単位で考えて、特定施設入居者生活介護以外を担当する職員も含
めて申請が可能です。

1

4
介護事業の他に、地域福祉事業・相談業務を行っております。こうした業務に関
わっている職員への支給を申請することは可能でしょうか。

介護慰労金の対象となるのは介護サービス事業所、介護保険施設、老人福祉施設、
有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅の職員のみです。

3

5

特別養護老人ホームが併設されている法人本部に事務職員として勤務しており、
毎日ではありませんが利用者の方と接する機会があります。この場合慰労金の支
給対象となりますか。また、当該法人が経営する障害者支援施設の利用者の方と
も業務上接する機会があります。このような場合も慰労金の支給対象になります
か。なるとすれば、介護分野と障害分野のどちらに申請すればよいですか。
（関連：新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A
（第１版）質問６２、６７）

対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の勤務日数があり、かつ１
日でも利用者と接した職員であれば支給対象となります。介護分野と障害分野の合
計が１０日以上の場合も同様ですが、重複しての申請は認められておりませんので、
どちらか主となる分野でまとめて申請してください。

4

6
慰労金支給対象者は通算して１０日以上勤務した者とありますが、１０日とは純粋
に勤務した日にちのみを数えるのでしょうか。
また、始期は秋田県では３月６日で間違いないでしょうか。

１日あたりの勤務時間にかかわらず、純粋に勤務した日数が暦日で１０日以上であれ
ば支給対象です。秋田県の対象期間は３月６日～６月３０日です。

9

7
「利用者と接したり、利用者宅に訪問し同じ空間にいる場合も該当」とありますが、
普段事務を行っている職員が、ヘルプ要員として当該時期に１日でも訪問実績が
あれば該当となりますか。

訪問系サービスの場合、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に、利用者宅
を訪問した日数が１０日以上であれば支給対象となります。

8-2
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8

慰労金について、国Ｑ＆ＡのＱ８３では介護保険の指定を受けていない施設（ケア
ハウスなど）の慰労金は都道府県が実施者とされています。介護保険等指定事業
所分は国保連から給付され、上記ケアハウス等の分は県から事業所・施設等に給
付されるのですか。

お見込みのとおりです。 12-3

9

慰労金の対象について、例えば契約による特別養護老人ホームの配置医師も勤
務実態によって支給対象になると考えられますが、緊急包括支援事業は医療分も
あることから、申請が重複しないよう医療・介護のどちらで申請するかを配置医師
と協議・選択して申請することでよろしいですか。

ご質問の配置医師のように介護分と医療分の両方に該当する職員の場合、重複はで
きませんので、どちらか一方を選択して申請してください。

12-5

10

慰労金の対象について、法人が雇用し、継続的に利用者と接触がある職員であっ
ても、要綱の対象事業所に配置されていない者は除外されると解してよろしいです
か。（市の交流センター（指定管理）に配置する保健師が、同一敷地内にあるケア
ハウス利用者の健康相談等に対応している場合を想定しています）

交流センター配置の保健師が、雇用契約上、雇用元の同一法人が運営するケアハウ
スにおける健康相談にも従事することとなっているのであれば、ケアハウスからの申
請に含めて差し支えありません。

12-6

11

国Ｑ＆ＡのＱ117は所定期間内に法人独自に慰労金を支給した場合、当該事業で
支給される慰労金を充当できるという理解でよろしいですか。その場合、当該事業
の支給額が一人５万円の場合、法人独自の給付金との差額（例：法人が独自に１
万円を支給済みの場合、事業給付金との差額４万円）を追加して職員に支給する
ことでよろしいですか。

６月１９日の本事業実施要綱発出後に、職員に対する慰労金を県への申請前に支給
していた場合、本事業の給付金を充当できますので、差額を後から支給するという解
釈で支障ありません。

12-7

12
Ｑ117の回答で「本事業の実施要綱発出後」とありますが、「後」には（老発0619第1
号の）令和2年6月19日当日は含まれますか。あるいは、翌日の令和2年6月20日
以降と解するべきですか。

当日を含みます。 12-8

13
利用者の方と接していますが、役員のためタイムカード等の記録がありません。
１０日以上の勤務を証明する資料がない場合、慰労金の申請はできませんか。

出勤簿や業務日誌等でもかまわないので、各事業所・施設等において１０日以上の勤
務を証明できるのであれば申請できます。

19

14
有料老人ホームの宿直業務を委託していますが、慰労金の対象となりますか。
業務委託契約を結んでいますが、職員としての雇用契約はありません。

業務委託契約を締結している委託元の施設に勤務した宿直職員で、対象期間（令和
２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務日数があり、かつ１日でも利用者
と接していれば支給対象となります。

20

15
福祉用具貸与事業所で、福祉用具専門相談員の資格を持っていない従業員（事
務職員）がおります。利用者への取り次ぎなど一体的な業務についてはおります
が、利用者との接触がない場合は慰労金の対象にはなりませんか。

利用者との接触を伴わない事務職員は対象になりません。 22

16

ショートステイを運営しており、その隣の建物で企業内保育を運営しております。こ
の場合、企業内保育の保育士は慰労金の対象となるのでしょうか。また、ショート
ステイと保育を兼務している場合の支給はどうなりますか。
（保育士は、ときどき子供をショートステイに連れて食事をしている場合があり、利
用者との接触もあります。）

介護サービス事業所・施設等の企業内保育の保育士というだけでは対象になりませ
ん。
ショートステイと保育所の兼務職員の場合、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）
の介護サービス事業所・施設等分の実勤務日数が１０日以上で利用者との接触する
日が１日でもあった職員であれば対象になります。
なお、利用者との接触とは、業務として行われたものに限ります。

24
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17
慰労金は、国からのものと県からのものがあるとのことでしたが、今回の申請（コン
テンツ番号51305）は国からの慰労金ということでよいでしょうか。

県独自ではなく国から全額費用が出ている慰労金です。 25-2

18
訪問看護所に事務員として勤務しています。集金や利用料の支払いに来たご利用
者様の対応といった業務を行っていますが、慰労金の支給対象になりますか。

訪問系における事務職員では、ヘルパー等と一体となってサービス提供を実現した場
合に対象となります。

27

19
経営者がグループホームの施設長として、毎日利用者の誘導介助や見守りを行っ
ていますが、経営者でも慰労金の対象となるのでしょうか。

対象になります。 29

20
慰労金の申請時に、法人・事業所が休廃止している場合、申請は個人で行うこと
になります。その際、申請用紙には法人代表者の確認署名が必要ですが、代表者
が署名できない事情がある場合、他にどのような方法がありますか。

休廃止事業所の勤務期間の証明等については、法人本部の確認、雇用契約書、労
働契約書、辞令、給与明細、源泉徴収明細、勤務表（出勤表）等での対応が可能で
す。

32

21
勤務地が事業所外にあり、不定期で短時間（１～２時間程度）事業所に出入りする
職員は、慰労金の対象になりますか。当該職員は利用者様が生活する空間に立
ち入ることもあります。

その事業所・施設等の総務事務等に従事しているのであれば対象になります。 34-1

22

当事業所は、外部の給食業者に食事提供の業務委託をしています。委託先の調
理員は、配膳や打ち合わせ等の場面で利用者様が生活する空間に立ち入ること
がありますが、慰労金の対象になりますか。なる場合、委任状をもらい施設側で申
請及び支給をするという理解でよいでしょうか。

対象になります。その場合、委託先の調理員からも代理受領委任状を提出していた
だき、施設がまとめて申請してください。支給は、施設側と給食業者のどちらからでも
差し支えありませんが、振込手数料は施設負担分までしかおりません。

34-2

23
１日１時間勤務の清掃員は慰労金の対象になりますか。
また、事業所で勤務している役員は対象になりますか。

対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務日数があり、か
つ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

35

24
慰労金の申請は事業所単位ですか。
様式３は法人単位となっていますが、同じExcelファイルに２事業所分入力すると表
示できない箇所があります。

申請は法人単位でも事業所単位でもどちらでも結構です。 37-2

25
法人の取締役が、施設長と管理者を兼務している場合、慰労金の対象になります
か。

対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務日数があり、か
つ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

38

26
利用者様の同居家族が、仕事で東京・秋田・仙台を行き来していた（７月以降は秋
田から出ていない）場合、慰労金の支給額は５万円と２０万円どちらになりますか。

利用者に対し保健所から濃厚接触者であるとの連絡が入っており、かつ利用者から
事業所にその旨の報告があり、さらに事業所がそれを認識した上でサービスを提供し
たということが、サービスを提供した職員の装備や勤務記録、サービス提供記録、そ
の他の書類を踏まえて確からしいならば２０万円になります。

41
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27
申請書の提出時期は、慰労金の支給前でも可能ですか。
また、慰労金の支給対象者に職員と同様の要件を満たす役員も含まれますか。

可能です。役員については、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以
上の実勤務日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

43

28

当通所介護事業所は、地域福祉相談事業を行っている他、市町村から通所支援
サービスと配食サービスを受託しております。通所介護利用者は、全ての部署の
前を移動するため、日常的に全ての職員と接触しており、当事業所は、共有ス
ペースの消毒清掃に努めております。この場合、通所介護利用者と日常的に接し
ている地域福祉相談職員、通所支援サービスの運転手、配食サービスのパート職
員、週３日出勤する施設管理責任者の役員は、慰労金支給事業の対象者に含ま
れますか。

利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ
空間で作業する場合も含まれます。また、利用者と接触する日が１日でもあれば対象
となります。

46

29
介護慰労金職員表は法人単位で１枚となっていますが、軽費老人ホームに従事す
る職員の申請はどうなるのでしょうか。

当該軽費老人ホームが特定施設に該当しない場合であれば、国保連に申請する特
養等とは別に県に申請することになります。その場合軽費分のみの職員表で県に申
請してください。

47-2

30

施設へ出入りする次の業務受託者は、それぞれ慰労金支給事業の対象者に含ま
れますか。
①清掃業者（ダスキン）
契約あり、週３回各居室、共用部分清掃
②理容業者
契約なし、施設からの依頼で
Ａ事業所で月２日間（３～６月で８日間）
Ｂ事業所で月２日間（３～６月で８日間）
③セブンイレブン
契約なし、施設からの依頼で毎週水曜日施設内にて販売
④ヤクルト
契約なし、施設からの依頼で毎週木曜日施設内にて販売

利用者と接する職員であれば委託職員や派遣職員も対象になりますが、賃貸借契約
等によって場所を借りて事業を行っている方は対象外です。ご相談の例の場合、依頼
の内容にもよりますが、コンビニエンスストアと飲料販売業者は「場所を借りて事業を
行っている方」に当たることから対象外と思われます。また、理容業者については、介
護メニューの身体整容としての整髪を施設として依頼しているのであれば対象と考え
られますが、利用者が直接理容料金を支払っている場合は「場所を借りて事業を行っ
ている方」に当たることから対象外になります。

49

31
法人代表者が施設長兼管理者の場合、慰労金支給事業の対象者に含まれます
か。

役員についても、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務
日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

51

32
当訪問介護事業所では、国保連への請求は代行業者へ委託しておりますが、慰
労金の申請は可能でしょうか。

電子請求システム関係につきましては、「電子請求システムヘルプデスク」が設置され
ておりますので、そちらにお問い合わせくださるようお願いいたします。
（電話番号）0570-059-402　　（受付時間）10時～　（※）
　※終了時刻は曜日等により異なりますので、マニュアルで御確認ください。

54

33
申請書様式３職員表の「主たる勤務先」におけるサービス種類コードとは、基準単
価一覧表に記載している番号を記載すべきでしょうか。

国保連に請求する際に使用しているコードです。 55
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34
慰労金の申請につきまして、当法人は介護保険事業所が３つあり、申請書は法人
で記入します。申請額一覧には３事業所ありますが、別添には１事業所しか反映さ
れません。個票は３事業所分必要ですか。

個票の情報が別添に自動で入力され、別添の情報が事業所番号単位で集計された
データが様式１に自動入力となります。
電子請求システム関係につきましては、「電子請求システムヘルプデスク」が設置され
ておりますので、そちらにお問い合わせくださるようお願いいたします。
（電話番号）0570-059-402　　（受付時間）10時～　（※）
　※終了時刻は曜日等により異なりますので、マニュアルで御確認ください。

57

35
法人の代表取締役も、毎日施設に常勤し、利用者との関わりがあります。慰労金
支給事業の対象者に含まれますか。職員表に入力して申請してよろしいですか。

役員についても、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務
日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

58

36

当通所介護事業所では週に一度、提供時間内に訪問看護師を看護職員スタッフと
して勤務してもらっている曜日があります（月曜午後）。３月６日～６月３０日までの
間に１０日以上勤務してもらっていますが、この訪問看護職員は慰労金支給事業
の対象者に含まれますか。
また、所属している訪問看護ステーションで申請するようですので、こちらで申請す
ると重複してしまう事になりますがいかがでしょうか。

ご質問の看護師のように介護分と医療分の両方に該当する職員の場合、重複はでき
ませんので、どちらか一方を選択して申請してください。

61

37
コロナウイルスの慰労金について、業務委託をしている従事者への給付は、
事業所・施設と派遣会社・受託会社のどちらで行うかを話し合って決めてよいです
か？

ご質問のような場合の支給は、事業所・施設と派遣会社・受託会社のどちらからでも
差し支えありませんが、振込手数料は施設負担分までしかおりません。

62

38 居宅介護支援事業所の職員は慰労金(5万円)の対象になりますか。 訪問系については、訪問をしたことが対象の条件になります。 63-1

39

当介護老人保健施設では、「理容室使用契約」を結んで、理容師に来ていただい
ています。使用料はいただいていておりません。理容料金は、利用者が支払いま
す。平成３１年４月１日から、月曜日を除く平日に毎日３時間程度滞在して施設入
所者の調髪をしております。秋田県版Q&Aに「賃貸契約等によって場所を借りて事
業を行っている方は対象外」とありましたが、直接、入所者と接触する当該理容師
は慰労金支給事業の対象者に含まれますか。

介護メニューの身体整容としての整髪を施設として理容師に依頼しているのであれば
対象と考えられますが、ご質問の例では「場所を借りて事業を行っている方」に当たる
ことから対象外になります。

64

40
次の者は、慰労金支給事業の対象者に含まれますか。
①現場に入った経営者（施設長）
②同居する経営者の親族

役員については、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤
務日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となりますが、その同居
親族は「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員」に該当しないことから対象外
です。

66

41
退職者等の個別申請マニュアルについて、勤務先記載欄に記入を頼みづらく（勤
務先署名欄への署名捺印）、連絡をとりたくない事情があるのですが、代替の方法
はありますか。

代替の勤務期間証明等については、法人本部の確認、雇用契約書、労働契約書、辞
令、給与明細、源泉徴収明細、勤務表（出勤表）等での対応が可能です。

67
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42

次の者は、慰労金支給事業の対象者に含まれますか。
①当法人経営の障害福祉サービス事業のグループホームで生活する利用者が、
特別養護老人ホームに福祉的就労（日給2,000円の契約書あり）で勤務（施設内の
清掃や環境整備）している場合の当該利用者
②同様に救護施設に入所している利用者（障害者）が特別養護老人ホームやデイ
サービスセンターで実習（月額1万円の契約書あり）という形で働いている（施設内
の清掃や環境整備）場合の当該利用者
③当法人が公益事業で経営している食堂や温泉では、当法人の利用者（障害者
や高齢者）や地域の方が利用しているが、その場合の食堂や温泉の従業者

①、②は対象、③は対象外になります。 68

43
申請書の作成について、介護慰労金受給職員表及び個票において介護保険事業
所番号とサービス種類コードの入力欄がありますが、有料老人ホームの場合はど
のように記載したらよろしいですか。

記載不要です。県に対する申請になります。 69

44
当就労継続支援B型事業所において、経営者が、職業指導員も兼任しており該当
期間に直接利用者さんに指導をしていた場合、経営者でも慰労金支給事業の対
象者に含まれますか。

役員についても、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務
日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

70-1

45

市町村から介護予防・日常生活支援総合事業における一般介護予防事業「生き
がい健康づくり支援事業」を受託し、職員を配置し業務を行っておりますが、慰労
金支給事業の対象となりますか。また、対象となる場合は、秋田県へ申請するとい
うことでよろしいですか。

実施要綱３（２）慰労金の支給事業ア「支援対象者」のただし書のとおり、介護予防・生
活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市
町村からの要請を受けて業務を継続していた事業者であれば、指定外サービス（委
託、補助による実施）であっても対象となりますが、市町村からの要請がない場合は、
実施要綱３（１）①ア支援対象サービスの注にあるとおり、事業者指定サービスのみが
対象となり、委託・補助等によるものは対象外になります。対象となる場合は県への
申請になります。

75-1

46

市町村から包括的支援事業における生活支援体制整備事業「第２層協議体設置
運営事業」を受託し、生活支援コーディネーターを配置し業務を行っておりますが、
慰労金支給事業の対象となりますか｡また､対象となる場合は、秋田県へ申請する
ということでよろしいですか｡

実施要綱３（２）慰労金の支給事業ア「支援対象者」のただし書のとおり、介護予防・生
活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市
町村からの要請を受けて業務を継続していた事業者であれば、指定外サービス（委
託、補助による実施）であっても対象となりますが、市町村からの要請がない場合は、
実施要綱３（１）①ア支援対象サービスの注にあるとおり、事業者指定サービスのみが
対象となり、委託・補助等によるものは対象外になります。対象となる場合は県への
申請になります。

75-2

47
グループ会社から出向してきている従業員に関しても、事業所で勤務していれば
支給対象になるのでしょうか。

出向者についても、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤
務日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

80

48
慰労金の申請はインターネット申請となっていますが、代理人による送受信のため
インターネット申請ができません。この場合は、電子媒体（CD）での申請になります
か。

電子請求システム関係につきましては、「電子請求システムヘルプデスク」が設置され
ておりますので、そちらにお問い合わせくださるようお願いいたします。
（電話番号）0570-059-402　　（受付時間）10時～　（※）
　※終了時刻は曜日等により異なりますので、マニュアルで御確認ください。

37-1
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49

当法人では、介護保険施設に対して、スタッフ常駐清掃のサービスを提供していま
す。
今回の慰労金の申請ですが、介護保険事業所番号が清掃部門にはありません。
どのように申請したらよろしいですか。

サービスを提供している介護保険施設から申請してもらってください。なお、その場
合、職員への支給は施設と清掃会社のどちらからでも差し支えありませんが、振込手
数料は施設負担分までしかおりません。

71

50
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金について、介護タクシーの運転手
は対象になりますか。

介護タクシーは訪問介護に該当すると思われますが、訪問系サービスの場合、対象
期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に、利用者宅を訪問した日数が１０日以上で
あれば支給対象となります。

84

51 派遣職員はシルバー人材も対象となりますか。 対象になります。 91-2

52

当通所介護事業所では、介護予防・日常生活支援総合事業で「訪問型サービス
B」と「通所型サービスA」を実施しています。「訪問型サービスB」はボランティア主
体ですが介護支援ボランティアポイント制をを取り入れています。「通所型サービス
A」は雇用労働者の他ボランティアによる支援も実施しボランティアには「訪問型
サービスB」と同様にポイント制を取り入れています。このような場合支援者への慰
労金は対象になりますか。

ボランティアについては対象となりません。 92

53 週４日勤務している契約社員も慰労金の申請は可能ですか。
１日あたりの勤務時間や週当たり勤務日数にかかわらず、純粋に勤務した日数が対
象期間（３月６日～６月３０日）内で暦日１０日以上であれば支給対象です。

97-1

54
国保連への介護給付費請求の際は事業所毎（障害者支援施設、グループホーム
等）に請求していますが、慰労金支給申請の際は１事業所としてまとめて申請は可
能でしょうか。

請求は法人単位でも結構ですが、個票で事業所毎に記載してください。 97-2

55
利用者との接触を伴うことにより支給対象となる「職員」の中に、（代表）取締役や
理事（長）など経営者側の役員を含めてよいのでしょうか。

役員についても、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務
日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

99

56

通所介護事業所と居宅介護支援事業所が同じフロアーにあり、介護ｻｰﾋﾞｽ事業所
の管理事務を行っている職員と地域福祉を行っている職員がいます。さらに、通所
介護事業所の利用者のデイルームと事務室の区分けもオープンであり、直接介護
でないが、毎日のように対面、会話をしています。また、同じ空間で作業をしていま
す（利用者の機能訓練やレクレーションなどの共同作業ではありません）。同じ空
間で作業している、同じフロアーの職員は慰労金支給事業の対象者に含まれます
か。

対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務日数があり、か
つ１日でも利用者と対面、会話、同じ空間で作業等していた場合は支給対象となりま
す。

103-1

57

当短期入所生活介護事業所は病院内にあります。病院から慰労金を請求すると
なれば、感染者が発生及びその対応をしたため、金額は20万円となりますが、そう
でなければ金額は５万円となります。いずれに該当するでしょうか。また、仮に病院
から請求するとした場合、申請は病院からでしょうか、それとも当短期入所生活介
護事業所からでしょうか。

医療機関と同一空間を共有する併設事業所の場合は、感染者、濃厚接触者に対応し
た医療機関と同様の取扱として差し支えなく、２０万円支給となりますが、医療従事者
でなければショートステイからの申請になります。

104

58 理事長や業務執行理事等の役員は慰労金支給事業の対象者に含まれますか。
役員についても、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務
日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

105
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59

エクセルの申請書フォーマットの「職員表」のシートには、「支払実績」の欄がありま
すが、職員に先に慰労金の支給をしてから、その後来年２月までに申請を行うとい
う考え方でよろしいですか。それとも、支給が決定してから職員に慰労金を支給す
るという順番になりますか。

どちらでも結構です。 107-1

60

居宅介護支援事業所の職員は、直接的に慰労金の支給の対象となる旨の記載は
ありません。しかし、地域包括支援センターの職員が対象となること及び国のＱ＆
Ａで「利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話す
る、同じ空間で作業する場合も含まれます。」という記載があることから、慰労金支
給事業の対象者に該当するとしてよろしいですか。

居宅介護支援事業所の職員は、訪問系サービスとして、対象期間（令和２年３月６日
～６月３０日）の間に、利用者宅を訪問した日数が１０日以上であれば支給対象となり
ます。

107-2

61 慰労金について、役員（会長、常任理事等）は交付対象になりますか。
役員についても、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務
日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

112

62
6月30日までの勤務先と現在の勤務先が異なる場合、申請は6月30日までの勤務
先に行ってもらえばよいのですか。

お見込みのとおりです。 113

63

施設内（利用者の居室、利用者用トイレ含む）の清掃業務を外部に委託して週５日
実施していますが、この外部委託業者は対象になりますか。
また、食事に関しても外部委託しており、施設併設の厨房を使用して提供しても
らっています。調理員の方は、利用者との直接接触はありませんが、利用者居室
があるフロアへの配膳や下膳時に利用者が利用した食器の処理を行っています。
こちらの業者は対象になりますか。

清掃業務や給食業務であっても、利用者と接する職員であって、対象期間（令和２年
３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務日数があり、かつ１日でも利用者と
接していれば支給対象となります。委託職員や派遣職員も対象になります。

114

64
個人用申請書類をダウンロードしたのですが、印刷するとところどころ文字が見切
れてしまいます。これでも受理はしてもらえますか。

ダウンロード環境によっては文字が見切れることもあると思いますが、記載内容が確
認できれば受理します。

116

65

介護サービス事業所・施設等が併設されており、同一建物内で運営するコミュニ
ティーセンターの職員は慰労金の対象になりますか。また、対象となる場合、その
申請先は介護サービス事業所・施設等とともに国保連ということでよろしいでしょう
か。

コミュニティセンターは本来対象外ですが、併設されている介護サービス事業所・施設
等と共通窓口の受付職員であるなど実際に介護サービス事業所・施設等の業務に従
事し、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務日数があ
り、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となりますので、業務に従事している
介護サービス事業所・施設等から国保連に申請してください。

118

66

当法人では、給食、清掃、宿日直、洗濯業務を業者委託しておりますが、委託業
者は自ら慰労金の申請をすることは可能でしょうか。
できない場合、委託業者の従業員も含めて要件に該当した者全員の申請を当法
人で行わなければならないのでしょうか。

委託業者は自ら申請できません。お見込みのとおり、貴法人で申請してください。な
お、その場合、職員への支給は貴法人と委託業者のどちらからでも差し支えありませ
んが、振込手数料は施設負担分までしかおりません。

120

67
当社会福祉法人では、直営と市町村からの介護ｻｰﾋﾞｽ事業（特養等のサービス）
の受託事業を行っており、予算措置や代理受領が難しい場合、県から職員に直接
支給を実施したい場合は、社会福祉法人の県への直接請求は可能でしょうか。

公設、公立施設であって、市町村等で議会を開く暇がない等の理由により補正予算
が組めないことから歳入受入や慰労金の支払科目の設定がなく、国保連からの受入
や職員への支払対応ができない場合は、当該事業所（特養等）や職員から直接県に
申請することになります。

103-2

68
秋田労働局の特定求職者雇用開発助成金(R1.11.1～R2.4.30)を申請済みですが、
今回の感染症対応従事者慰労金の対象になりますか。

対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上の実勤務日数があり、か
つ１日でも利用者と対面、会話、同じ空間で作業等していた場合は支給対象となりま
す。

122
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69

現在、当社に勤務している看護師２名は、６月以前に「感染者が発生または濃厚
接触者に対応した事業所」に該当する医療機関に勤務しており、慰労金の申請金
額20万円の対象となります。ただし、当社は「その他事業所」に当たるため、申請
金額は5万円となります。
この場合、慰労金の申請は、２名の看護師の分も含めて当社で申請金額を変えて
申請を行い、何かしらの証明書を添付すればよいのでしょうか。または以前勤務し
ていた医療機関から対象の看護師２名を申請してもらうべきでしょうか。

ご質問の看護師のように介護分と医療分の両方に該当する職員の場合、重複はでき
ませんので、どちらか一方を選択して申請してください。どちらでも結構ですが、以前
勤めていた医療機関からの申請の方が、他の職員と同額の横並び申請になるので、
申請書作成の負担が少ないと考えられます。

125

70
慰労金申請の際に徴収する代理受領委任状の日付は、いつ付けで記入すればよ
いのでしょうか。

いつでも結構ですが、理論上、国から支給開始の要綱が出された６月１９日から、施
設が国保連（または県）に申請する日までの間になると思われます。

128

71
以前、介護施設に勤務していましたが退職しました。
慰労金申請の際、事業所の証明が必要とのことですが、事業所から証明をもらわ
なければ申請できないのでしょうか。代用できるものはありますか。

代替の勤務期間証明等については、法人本部の確認、雇用契約書、労働契約書、辞
令、給与明細、源泉徴収明細、勤務表（出勤表）等での対応が可能です。

133

72
管理者や事務員が、不定期ではあるものの利用者様の支援を行った実績がある
場合、慰労金の支給対象となりますか。

役員や事務員についても、対象期間（令和２年３月６日～６月３０日）の間に１０日以上
の実勤務日数があり、かつ１日でも利用者と接していれば支給対象となります。

135

73

当法人では、外部法人に給食業務を委託しておりますが、当該施設の調理等を
行っている職員は慰労金の対象となりますか。なる場合、申請は当法人と委託先
の法人のどちらになりますか。
また、当法人はすでに申請を終えていますが、調理等を行う職員が対象だった場
合、追加で申請することは可能ですか。

利用者と接する職員であれば委託先の調理員も対象になり、申請はサービスを提供
している介護保険施設からになります。なお、その場合、職員への支給は施設と委託
先のどちらからでも差し支えありませんが、振込手数料は施設負担分までしか支給さ
れません。追加申請は可能です。

139

74

特養、ショートステイ、居宅介護支援の３事業所分を法人一括で申請したいのです
が、申請書中の「申請額一覧」「別添」「個票」の金額等は職員表から自動で計算さ
れるため、職員表中の「主たる勤務先」を同一にしないと全体の金額等が計算され
ません。
職員表の「主たる勤務先」を同じにし、「申請額一覧」「別添」「個票」も同一にして全
体の金額が記載されるようにしてもよいのでしょうか。

複数事業所分を法人が一括申請する場合において、エラーとなるケースが厚生労働
省で確認されたことから、交付申請書を更新しました。現在の様式では職員表と個票
の自動計算がリンクされないようになっています。個票が不足する場合はシートをコ
ピーしシート名を「個票２」のようにしてください。詳しくはマニュアルの12ページをご覧
ください。

76

75
7月15日付けで介護短期入所施設の事務職を退職しました。慰労金の対象になる
と思い、個人で申請しようと思いましたが、勤務先証明書をもらうことができませ
ん。勤務日数が記載された給与明細書はありますがこれで代用できるでしょうか。

代替の勤務期間証明等については、法人本部の確認、雇用契約書、労働契約書、辞
令、給与明細、源泉徴収明細、勤務表（出勤表）等での対応が可能です。

142

76
福祉用具貸与・販売事業所です。施設等に納品をする際、利用者との直接の接触
はありませんが、入退所時に間接的な接触があります。この場合、当該職員は慰
労金の対象となりますか。

福祉用具貸与・販売事業所の職員の場合、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の業
務として調整を行うために訪問するなど10日以上利用者の居宅等へ訪問をして利用
者に接した場合は慰労金の対象となりますが、間接的な接触の場合は対象外です。

144
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77

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業について、
令和２年３月３１日で廃止となった介護サービス事業所に在職していた職員のう
ち、①退職者、②業務委託で働いていた調理員、③異動して介護サービス事業以
外に在職中の職員を申請する場合、①②は直接秋田県に個別で申請するというこ
とでよろしいでしょうか。また、③異動して介護サービス事業以外に在職中の職員
は、本部で直接秋田県へ申請することはできるのでしょうか。

①②についてはお見込みのとおりです。③の場合、在職のサービスが住宅型有料、
非特定サ高住など介護サービス事業所・施設以外の対象施設になっている場合は本
部で直接県に申請できますが、対象施設でない場合は個別に個人申請になります。
いずれにしても、個人申請の職員から要望があった際には、法人として在籍証明を行
う等の協力をお願いします。

147

78

当社は福祉施設等に食事の外部委託には入っております。対象施設では、申請
は済んでいます。外部委託でその現場で働いている従業員を別に申請する場合
は、必要書類及び提出方法はどのようですか。また、申請する際に、施設ではなく
委託会社へ振り込むことになると思いますが、その際は、どの書類に振込先を記
載すればよろしいですか。

ご質問の場合、対象施設からの追加申請になり、振込先は施設になります。なお、施
設から委託会社に再度振り込む場合の手数料は支払われません。

149

79
（様式３）介護慰労金受給職員表（法人単位）の記入について、サービス種類コード
とは何ですか。

国保連に請求する際に使用しているコードです。サービス種類コードの一覧は、ホー
ムページの「申請にあたってお読みいただく資料」にも参考として掲載しております。

１５０

80
介護慰労金につきまして、６月で退職し、前職場に手続きについて確認したところ
証明書は出すが手続きは自分でやるように言われました。個人で申請を行う場合
は、どのように手続きをすればよろしいのでしょうか。

「例外的なケース②」に掲載のマニュアルをお読みください。 151

81

申請フォーマットの個票１に慰労金の申請を入力する際、振込手数料を入力しても
申請書と申請額一覧に金額が反映されず、且つ申請書欄外の申請額整合の欄に
○マークが出ず、「！別添（事業所一覧）の合計額と一致しません。」と不整合の
メッセージが出てしまいます。記入内容に誤りはないと思うのですが、この状態で
申請しても構わないでしょうか。

７月２９日に申請書様式が変更されていますが、変更前の様式で記載していません
か。
変更後の様式の場合、申請額一覧シートの「介護保険事業所番号」欄に事業所番号
は記載されていますか。
電子請求システム関係につきましては、「電子請求システムヘルプデスク」が設置され
ておりますので、そちらにお問い合わせくださるようお願いいたします。
（電話番号）0570-059-402　　（受付時間）10時～　（※）
　※終了時刻は曜日等により異なりますので、マニュアルで御確認ください。

141

82

当法人は、介護保険と障害福祉の両方を運営しており、職員表には両施設の職員
を記載することになります。介護保険の申請書では主たる勤務先は『サービスコー
ド』であるのに対して、障害福祉では『提供サービス』となっており記載の仕方が異
なります。その場合、どちらに合わせて記載すればよいですか。

職員表には法人単位と記載されていますが、障害分と介護分は別葉で申請してくださ
い。

155

83
申請書をHPよりダウンロードしたのですが、職員表ワークシートのプルダウンメ
ニューが表示されません。マクロを有効にしても同様です。つきましては、手入力を
したいと思いますのでプルダウンの選択肢を教えてください。

施設区分をプルダウンメニューから選択しないと対応区分が選択できない仕様になっ
ています。お確かめください。

156

84
給付金の申請前に、法人の立て替えにより慰労金を職員に支給した場合は、申請
様式３の支払い実績の欄を記入して提出するのでしょうか。

お見込みのとおりです。 158
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85

介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA単独型を受託している事業所
の職員は慰労金の対象になると読み取りました。
①指定外サービスのため、県への申請になるようですが、個票の「介護保険事業
所番号」「提供サービス」「サービス種類コード」は空欄でもよいのでしょうか。
②介護保険事業所番号を空欄とした場合、申請額一覧（様式１）でリスト作成を行
うとNo.1に表示されるほかにNo.3～No.100にも同じ内容が表示されてしまいます。
さらに申請書（様式第1号）の申請額と内訳にも反映されるようです。申請マニュア
ルにて「本マニュアルにない変更・加工をしないで下さい」とありますが、どのように
対応すればよいでしょうか。

慰労金については、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を
受けて業務を継続していた事業者は指定外サービス（委託、補助による実施）であっ
てもＡ型、Ｃ型は対象となります。
この場合は県への申請になりますが、①については空欄でも結構です。
②については、ご質問のマニュアル記載事項は電子申請をする場合の注意事項です
ので、県への郵送の場合は行の数式を削除するなどの加工をしてから印刷して申請
してください。

161

86
当施設では、同一建物の２階に認可の学童クラブを併設しています。施設の玄関
が共有であることから、学童クラブの職員も利用者との接触がありますが慰労金
の対象になりますか。

学童クラブ職員が、雇用契約上、雇用元の同一法人が運営する施設の業務にも従事
することとなっているのであれば、申請に含めて差し支えありません。

166

87
介護員として業務を手伝っている会社役員は慰労金の対象になりますか。また、
週に２～３回、１時間程度施設を訪れる会社取締役は対象になりますか。

役員についても、１日あたりの勤務時間にかかわらず、対象期間（令和２年３月６日～
６月３０日）の間に純粋に勤務した日数が暦日で１０日以上で、かつ１日でも利用者と
接していれば支給対象となります。

167

88

通所介護事業所と同一フロアに居宅介護支援事業所、地域福祉事業所、法人本
部事務局があります。地域福祉事業所や法人事務局は介護保険事業所番号があ
りませんが、県に直接申請すればよいのでしょうか。それとも、通所介護事業所の
従業員として国保連へ申請すればよいのでしょうか。

地域福祉事業所や法人本部の職員が、雇用契約上、雇用元の同一法人が運営する
通所介護や居宅介護支援の事業所の業務にも従事することとなっているのであれ
ば、申請に含めて差し支えありません。

169

89

運営している地域密着型通所介護事業所が令和2年6月30日付けで休止となりま
した。従業員は法人内の別事業所へ異動し、勤務を続けています。慰労金を申請
できる期間には該当していますが、休止となっているため、国保連への申請は現
在勤務している事業所での申請と、拠点事業所での一括申請のどちらがよいので
しょうか。

現在勤務している事業所からの申請にし、「他の施設等との期間通算がある場合そ
の施設名」欄に休止となった事業所名を記載してください。

170

90
令和２年７月１日より、地域密着型通所介護から通常規模の通所介護へ移行しま
した。その場合、職員表にはサービス種類コードを２つ記載しなければいけないの
でしょうか。

新しいサービス種類コードを記載してください。 171

91
給付金を給与と一緒に振り込むことは可能ですか。可能な場合でも振込手数料を
請求できますか。
また、給付金を各職員に手渡しすることは可能でしょうか。

慰労金は非課税所得となりますので給与等とは別に振り込むなど、源泉徴収しないよ
うにご留意をお願いします。手渡しは可能です。

174

92 慰労金は県独自の慰労金ですか。国の慰労金とは別なのでしょうか。 介護分については、県独自ではなく国から全額費用が出ている慰労金です。 176

93 代理受領委任状は本人手書が原則ですか。PCでの入力申請は不可ですか。
後日確認した際に本人の意思が推定できるよう、署名（本人手書）または記名押印
（ハンコを押す）が望ましいです。なお、申請に際し委任状の添付の必要はありませ
ん。

178-1
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94

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の申請書の「職員表シート」につい
て、支払実績欄に支払年月日とありますが、介護慰労金は県・国保連からの支給
前に支払する形になるのでしょうか。また支払金額欄は振込手数料だけでなく、退
職者・休職者等への委任状の郵送代や委託会社とのやりとりにかかった費用も記
載してよろしいでしょうか。

県・国保連からの支給前に介護慰労金を支払った場合に記載する欄ですので、支給
後に支払う予定の場合は記載不要です。
なお、委任状郵送代や委託会社との連絡費用等は対象外です。

187-1

95

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業」
の60に関して、普段利用者と同じ建物の違うフロアにいる委託の宿直・調理員の
職員が、夜間の見回りや下膳等で利用者のいるフロアに1日でも行って作業すれ
ば、利用者と直接接触はなくても、「同じ空間で作業する場合」に該当しますか。

該当します。 187-2

96

当法人は、グループホーム、ショートステイの他、介護保険を使わない（介護保険
の指定を受けていない）介護タクシー事業を行っています。１０日以上勤務した介
護タクシードライバーは、支給対象になりますか。また、対象になる場合の申請方
法はどのようですか。

支給対象になりません。 190

97
給付対象期間中、理事会や評議委員会の開催のため、理事等が１０日以上、当特
別養護老人ホームに来苑し、共有空間で利用者や職員と対面・会話する機会があ
りました。当該理事等は、慰労金の対象となりますか。

対象となります。 191

98
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金について、辞めた施設の人間が自
分の分の申請書を提出した場合、法人としても申請しており、申請が重複します
が、どちらが優先されますか。

申請があった際に重複チェックをしていますので、早く手続きに入った方が優先されま
す。

192

99

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金について、対象者の部分に「介護
サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した者」とありますが、県から求
めがあった場合にそれを証明する書類としては、出勤簿が該当すると思います。そ
れ以外に、証拠となり得る書類は何がありますか。また、証拠がない場合、事業所
で「介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した事」を認めることで、
慰労金の支給事業の対象になることは可能ですか。

出勤簿の他に業務日誌やサービス提供記録などが考えられます。 193

100 慰労金の申請書類の提出先はどちらになりますか。

特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサ高住・有料老人ホーム、養護・軽
費老人ホームや、国保連に登録されている口座が債権譲渡されている事業所等の場
合は、県に直接申請です。また、事情により施設・事業所での申請が難しい場合は、
個人で県に直接申請することもできます。それ以外は、国民健康保険団体連合会に
提出します。

199

101
慰労金を現金支給することを検討しており、支給後領収書を徴収予定ですが、印
紙税法上、支給額50,000円の支給に対して領収書に印紙は必要ですか。

今回の慰労金は課税対象外であることから印紙税も不要です。 203

102
法人一括で慰労金の申請書を作成していますが、振込手数料については代表と
なる事業所へ一括計上してもよいのでしょうか。

基本的に申請書個票の職員数に対応した手数料を記載してください。 205
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103

① 同一建物内で複数の事業所が併設していますが、感染対策を行い同一施設内
の空間で、複数事業所の事務受付対応や施設利用者様との直接の対応をする役
員や本部職員、居室清掃委託職員や、委託厨房（調理・配膳・配食）職員について
は当該事業所を定めていないが、（様式３）の、主たる勤務先（事業所番号・事業
所・施設の名称）の欄については、携わる比率を勘案し、事業所に割り振る記載方
法でよいですか。
② 委託業者の職員に対しても①同様の考え方でよいですか。

勤務状況から見て最も関係性の深い事業所の欄に記載して差し支えない。 206

104
すでに「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金」の申請をしたのですが、
施設の調理業務を委託している業者の職員分を含めるのを忘れてしまいました。
追加の申請は可能でしょうか。

可能です。 210

105
申請期間は令和２年７月２５日～令和３年２月２６日となっていますが、慰労金もこ
の期間であれば申請は可能ですか。それとも８月末が期限でしょうか。

申請可能です。 211

106

居宅支援事業所と併設の地域福祉事業の担当者が、地域福祉事業である業務
（あんしんバトンの設置）のために担当ケアマネと同行して利用者を訪問した場
合、慰労金の対象となるのでしょうか。この職員は居宅と兼務の職員ではありませ
ん。

対象外です。 216

107
慰労金支給事業について、申請し、交付決定通知を受理した後に、追加で再申請
することは可能ですか。

申請可能です。 220

108
慰労金支給事業について、勤務先からは何の連絡もありませんが、この場合、個
人で申請するべきですか。

勤務先から申請を行うことが原則となっておりますので、まずは勤務先に話してみてく
ださい。個人申請の場合であっても、勤務先から在籍証明をしてもらうことになります
ので、勤務先との話し合いは必要になります。

219

109
有料老人ホームの申請について、「介護保険事業所番号の入力は不要」とありま
すが、事業所番号を入力しないと慰労金の額が反映されませんがそのままでよい
のでしょうか。

申し訳ありませんが数式を削除して直接入力してください。 224-2

110
居宅介護支援事業所の慰労金の申請様式をダウンロードする方法を教えてくださ
い。

秋田県公式サイト「美の国あきたネット」トップページから「【新型コロナ】感染症対策を
行う医療機関や薬局、介護・障害福祉サービス事業所等に慰労金・支援金を支給しま
す 」という文字列を選択（パソコンの場合、リンクにカーソルを当てて左クリック、ス
マートフォンの場合はリンクをタップ）し、次に「介護分野」を選択します。
施設からの申請の場合はリンク先のページに、個人申請の場合は「例外的なケース
②」の「こちら」を選択した先のページに、それぞれ申請書のダウンロードリンクがあり
ますので、リンクを右クリックしてから「対象をファイルに保存」を選択してダウンロード
してください。

225

111

受付番号73番について、様式は掲載されたでしょうか。職員の振込口座の確認、
記載については「退職者の個別申請マニュアル」にある第1号様式『秋田県新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護慰労金）個人用申請書』で準備を
進めてもよいでしょうか。

各市町村、保険者に「債権債務者登録シート」を別途お送りする予定ですが、個人申
請で対応しても差し支えありません。

226
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112

同一建物内で介護事業所、リハビリルーム、学童クラブ、保育園、を併設しており、
介護事業所の利用者様と学童クラブ職員や保育園職員は玄関やホールで接触が
あります。また、子供たちと一緒に介護事業所内にも入りますが給付金の対象に
なりますか。
雇用契約として介護事業所業務と兼務する雇用契約になっていないと対象外で
しょうか。

同一建物内の併設施設であって、その構造上共通施設部分において利用者と同一
空間で接することが避けられない場合は対象にして差し支えありません。

228

113
施設在宅対応にて、有料老人ホームへのＤｒとの往診同行を行っていますが、Ｑ＆
ＡのＰ１７の７に『利用者宅に訪問し同じ空間にいる場合も該当』との文言があるた
め、今回自店（薬局）の薬剤師について慰労金の申請が可能か確認したいです。

薬局勤務の薬剤師であれば、介護分でなく「医療機関等への慰労金」の対象となりま
す。

230

114

市直営の包括です。包括の職員分をまとめて申請しますが、慰労金は市の会計を
通さず職員の個人口座への振込を希望します。
①当市の慰労金担当者が、職員の個人口座を登録するためのシートを県から送
付してもらったようですが、その施設宛に送ったシートを流用し包括で使用してもよ
ろしいでしょうか。それとも別途県の方に依頼した方がよいのでしょうか。
②個人口座への振込の場合も委任状は必要でしょうか。
③県に直接申請するケースかと思いますが郵送（紙）の申請でよいでしょうか。

①「債権債務者登録シート」でしたら流用可能です。
②委任状は必要ありませんが在籍していたことを別途証明してください。
③書類は郵送で結構ですがシートはメールで送ってください。

231

115

下記の者は慰労金の対象になりますか。
１．シルバー人材センターからの派遣職員（介護職）
２．市からの委託を受けて実施している総合事業（サービスＡなど）に対応する介
護以外の職員や役員
３．介護に間接的に関わる職員

１．対象になります。
２．介護予防・生活支援サービス事業の事業所・施設等であって、緊急事態宣言発令
中に市からの要請を受けて業務を継続していた事業所については（サービスＡなど）
対象になります。なおボランティアは対象外です。
３．利用者と接する職員であれば対象になります。

232

116

慰労金について、支給対象の職員個々の口座に直接振込してもらうことはできま
すか。可能であれば、個人の番号等を記載する様式など必要な書類を教えてくだ
さい。
また、その際の振込手数料はどうしたらよいでしょうか。

市町村等の場合は直接振込も可能です。様式は後日メールで送付予定です。手数料
は県が負担しますので不要です。

234

117

法人の事務所と介護保険事業所（居宅介護支援、訪問介護）が仕切りのないワン
フロアになっており、感染症対策等については事務所内職員が一体となって対応
しています。利用者との直接的な対面はありませんが、事務・会計処理･電話･窓
口等は一体的に行われています。この場合は全ての事務職員についても慰労金
の対象となるのでしょうか。

直接的な対面がない訪問介護職員の場合は対象外になります。 237

118
グループホームで共用型認知症対応型デイサービスも行っており、事業者番号が
別なのですが、従業員･デイサービス利用者のサービス提供場所も同じなので、申
請はグループホームについてのみ可能なのでしょうか。

どちらでも申請可能ですが重複のないようにしてください。 239
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119

法人の代表が居宅介護支援事業所に籍を置き、隣り合う通所介護事業所の利用
者送迎の際に玄関で送り迎えをしています。慰労金の申請をしようと思いますが、
様式３の「主たる勤務先」には出入りしている通所介護事業所の事業者番号と事
業者･施設の名称を記載すればよいでしょうか。

居宅介護支援事業所の業務として利用者と接しているのでないのであれば、お見込
みのとおり通所介護勤務として申請してください。

243

120

次のように、事業所のある建物と離れた別の建物に勤務する事業所事務職員（い
ずれも利用者と接する機会がある、または臨時的に接する可能性がある）は、「介
護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業」の対象とな
りますか。
①グループホームに不定期に出入りして、利用者と関わる事務職員
②生活支援ハウスに出入りして利用者と関わる事務職員
③通所介護事業所に併設する地域交流スペースに出入りして、利用者と対面し会
話する地域福祉系職員・事務職員

まず、接する機会がある、可能性があるでは対象になりません。実際に接した場合に
はいずれも対象になります。

248-1

121

利用者と接する機会はないものの、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所に勤
務する職員と同じ建物（事業所）で働く事務職員が、感染症対策に配慮したサービ
ス提供をヘルパー等と一体となって行っている場合、「介護サービス事業所・施設
等に勤務する職員に対する慰労金支給事業」の対象となりますか。

利用者との直接的な接触がない訪問介護職員の場合は対象外になります。 248-2

122

慰労金が、入金されたのを受け、従業員に支払いするところですが、「ほくと法人Ｉ
Ｂサービス」の給与振込口座を使い振込すると、取引種別と通帳印字に「給与振
込」となってしまいます。交付金額と支出額は同額です。この振込方法でよろしい
ですか。

その振込方法の場合、税務署から求められたならば、当該振込が実際には課税対象
外の慰労金であることを別途証明する必要が発生するかもしれません。慰労金の手
続上は振込方法に制限はありません。

249

123
介護サービス施設に勤務していた者について、慰労金の対象の要件を満たしてお
りますが、令和２年５月に死亡した者がおります。身内の方等が申請することは可
能ですか。

６月１９日の厚労省通知以前にお亡くなりになった方の場合は対象外と思われます。 250

124
「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業」につい
て、申請前に、事前に確認してもらうことはできますか。

件数が多いことから、個人申請でやむを得ない場合等を除き、個別対応はしておりま
せん。

254-2

125

法人として、国保連と秋田県のそれぞれに申請をし、国保連に申請した分のみ既
に振込がなされました。秋田県に申請した分については、特に連絡は来ていない
のですが何か不都合が発生しているのでしょうか。
法人として、職員宛の交付については同一歩調を取りたいのですが、秋田県に申
請した分の振込の目処はいつごろになるのでしょうか。

県への直接申請では時間がかかることから、国保連で対応可能な事業所については
国保連に交付事務を委託しております。その結果、国保連申請分に比べて、県への
申請分の事務が遅れておりますことを、まずはお詫び申し上げます。
債権譲渡を伴っていることもあり審査に時間がかかっていることから振込の目処が
立っておりませんので、申し訳ありませんがお急ぎの場合、職員の方々への交付につ
いて立て替えて頂ければ助かります。

268

126
電子請求システムを利用して慰労金の請求ができるとのことですが、電子請求シ
ステムのお知らせには慰労金についての内容が入ってきていません。どこを探せ
ばよいのでしょうか。または別の所からログイン等できるのでしょうか。

電子請求システム関係につきましては、「電子請求システムヘルプデスク」が設置され
ておりますので、そちらにお問い合わせくださるようお願いいたします。
（電話番号）0570-059-402　　（受付時間）10時～　（※）
　※終了時刻は曜日等により異なりますので、マニュアルで御確認ください。

227
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127

「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業」につい
て、
様式２のうち、担当部署等の決まりがない場合、担当部署名は未記入でもよろしい
ですか。また、サービス種類コードは、訪問介護事業所の場合、１１でよろしいです
か。さらに、訪問介護事業所の場合、定員は未記入でよろしいですか。

・実績の最も多い部署を記載してください。
・訪問介護事業所は１１で結構です。
・未記入で結構です。

254-1

128

秋田県版Q&Aの「介護サービス事業所･施設等に勤務する職員に対する慰労金支
給事業」問８６についてです。当法人では、幼保連携型認定こども園と障害者就
業･生活支援センターを運営しており、問８６と同様に同一施設内で介護保険の地
域密着通所介護、障害福祉の生活介護及び就労支援B型、生活支援ハウスも運
営していて、玄関は一緒であり各職員は利用者との接触が日常的にある状態で
す。この場合、幼保連携型認定こども園と障害者就業･生活支援センターの職員も
慰労金の申請対象に含めても差し支えないでしょうか。

幼保連携型認定こども園及び障害者就業・生活支援センターのが、雇用契約上、雇
用元の同一法人が運営する施設の業務にも従事することとなっているのであれば、
申請に含めて差し支えありません。

278

129

代理受領委任状（様式４）の職員の氏名住所について、退職者の分は退職時に委
任状を記載しておりますが、委任状をもらった後に住所変更や、婚姻等で氏名変
更があった場合について、変更を把握している場合は委任状を取り直す必要があ
るのでしょうか。実際に結婚退職した職員や家族の転勤により他県へ行く予定の
職員がおります。

署名などにより本人確認ができるのであれば委任状記載年月日の住所のままで差し
支えありません。

279

130

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）に関するQ&A（第２版）厚
生労働省老健局　令和２年７月２８日」質問１１３に関連して、訪問介護事業所を法
人の支所内に置いており、同じフロアで事務職員が訪問介護事業所の事務も担う
とともに会計、地域福祉事業も一体的に行っています。そして、事務職員が日常的
に訪問介護事業者の利用者や家族が来所された時の相談対応、利用者から電話
連絡があった場合のサービス調整、関係機関への連絡等を行っています。
また、訪問介護事業所と感染症対策に配慮してサービス提供ができるように一体
的に取り組んでいます。上記Q&Aの「サービス提供」は必ずしも利用者宅でのサー
ビス提供に限らないと解釈しますが、上記の事務職員は慰労金の対象者としてよ
ろしいでしょうか。

厚生労働省老健局Ｑ＆Ａの趣旨は、利用者と同一空間にいた職員という意味であり、
訪問介護事業所の職員が来所した利用者の相談対応をした日数が１０日以上であれ
ば、必ずしも利用者宅でのサービス提供に限らず申請しても差し支えありません。

280

131

これから慰労金の申請をする予定であり、申請前に該当職員に立て替え払いを行
い、支払い実績を様式３の支払い実績欄へ記入の上申請する予定でした。
慰労金の会計処理について、預かり金で処理するようにとのことですが、預かり金
は当該金額が入金しないと起票できない勘定科目であり、申請から実際の入金ま
での時間が定かでないため、前述の支払い実績欄に正確な記入ができません。そ
こで、支払い実績欄は支払い予定年月日の記入または空欄でもよいのでしょう
か。

そのような場合、空欄でも結構です。 286

132
慰労金が振り込まれ、職員への給付も完了しましたが、実績報告についてはこの
後何か指示が出されるのでしょうか。

申請が一段落した頃合いを見計らって実績報告の様式を掲出する予定です。 287

133
7月29日付けで秋田県へ直接申請をしましたが、慰労金の支給がいつになるかは
決定しているのでしょうか。

９月末を目指して鋭意作業中です。 288
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134

当法人では介護サービス事業を複数行っていますが、令和２年３月３１日付けで地
域密着通所介護事業と予防通所介護事業を廃止しています。慰労金の申請は、
事業所番号を空欄にして国保連へ申請してもよいのでしょうか。それとも廃止した
事業分だけ県へ申請することになりますか。

廃止した事業分だけ県に直接申請してください。その際、債権債務者登録票を忘れず
に添付してください。

289-1

135

市町村から介護予防･日常生活支援総合事業における任意事業の「配食サービス
事業」を受託し、担当職員は利用者へ安否確認と配達の業務を行っておりますが
慰労金支給事業の対象となりますか。（市町村からの要請とはどのように確認する
者ですか。）

緊急事態宣言下に、市町村から受託事業の継続を求められていれば対象になりま
す。確認方法としては、口頭での要請であっても対象となることから、県が市町村に電
話確認して行う予定です。

289-2

136
市町村から介護保険を申請していない高齢者の生きがい活動支援通所介護事業
を受託し、職員を配置し業務を行っておりますが、介護予防･日常生活支援総合事
業以外であるため、慰労金支給事業の対象とならないのでしょうか。

対象外になります。 289-3

137

厚労省Q&A８４、１１３、秋田県Q&A１８での事務員の慰労金についての質問への
回答において「サービス提供をヘルパーと一体となって実現している場合は対象」
となっていますが、この場合の「サービス提供」とはどのような内容の業務をいうの
でしょうか。
また、厚労省Q&A８４において、「対象期間に訪問サービスを提供していないサ責
やヘルパーについても対象になる」としていますが、この場合は直接利用者と接し
ていなくても慰労金の対象になると解釈してよいのでしょうか。

この場合のサービス提供には来所した利用者への相談業務なども含まれます。な
お、訪問会議事業所の場合は基本的に訪問サービスを提供している者が対象になり
ますが、サービス提供責任者など訪問しなくともサービスの提供に必須でヘルパーと
一体となってサービス提供を実現している者は対象になります。

294

138
慰労金事業において、都道府県の定める期限後に追加申請が発生した場合、厚
労省が定める2020年3月末まで申請は可能ですか。

申請は都道府県の〆切までになります。なお、６月３０日に金額が確定する慰労金に
追加申請は想定しにくいと考えております。

295-1

139

秋田県版Q&AのNo.１２１について、「利用者との直接的な接触がない訪問介護職
員の場合は対象外となります」とありますが、厚労省発信のQ&AのNO.６９に「訪問
介護事業所において、感染症対策に配慮したサービス提供をヘルパー等と一体と
なって実現している場合には対象となります。なお対象期間に訪問サービスを提
供していないサービス提供責任者やヘルパーについても同様の取り扱いとなる。」
とあります。
秋田県としては、利用者との接触がない訪問介護事業所の事務員は対象外となる
見解で間違いないでしょうか。

訪問介護事業所の場合は基本的に訪問サービスを提供している者が対象になります
が、サービス提供責任者など訪問しなくともサービスの提供に必須でヘルパーと一体
となってサービス提供を実現している者は対象になります。

297

140

当法人の通所介護事業所にR2.4.1から就業している看護師がおりますが、就業前
はR2.3.31まで病院に勤務していました。前勤務先より、当該看護師の慰労金請求
の依頼がありましたが金額の区分が異なります。（前勤務先２０万円、現勤務先５
万円）
この場合、「職員表」の「（様式３）介護慰労金受給職員表」への記入は下記のとお
りでよいのでしょうか。
『施設区分』→陽性者（濃厚接触者）発生施設
『対応区分』→通所系・施設区系で１日以上勤務又は訪問系で陽性者等に１日以
上対応
『他の施設等との期間通算がある場合その施設名』→前勤務先

介護サービス事業所での勤務実績に基づき申請する場合は介護分での申請、医療
機関での勤務実績に基づき申請する場合は医療分での申請となります。
つまり前勤務先の勤務実績が20万円の対象になり、現勤務先の勤務実績が５万円の
対象である場合、20万円の請求に際しては前勤務先からの申請にする必要があると
いうことです。
なお、医療分と介護分を重複して申請することはできません。既に申請済みの場合に
は実績報告の際に申し出てください。

138
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141

支援給付金（介護分）に関するＱ＆Ａ（秋田県版）Ｎｏ.３８に記載がありましたが、当
施設も公立のため申請職員分の振込口座を記載して提出したいと考えています。
様式を教えてください。
また、その際各個人に振り込まれると思いますが誰を代理受領者として定めれば
よいのでしょうか。

県内全市町村あて様式を送付しました。 213

142

「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業」につい
て、退職した職員の分も申請を行いましたが、当該職員は当法人を退職後、医療
機関で勤務を開始しました。介護と医療では給付金額が異なるため、医療機関か
ら申請を行いたいという依頼があったのですが、既に行っている申請は取り下げる
べきですか。

退職した職員が医療機関に勤めている間に当該医療機関が新型コロナウイルス感染
症患者や濃厚接触者の対応をした場合には給付金額が異なることになりますが、もし
医療機関から新型コロナウイルス感染症対応として慰労金の申請があったならば、二
重取りはできませんので、既に行っている介護分の申請を取り下げない限り医療分の
申請は受理できません。介護分の申請取り下げは近日中に掲示する実績報告書の
様式で申告してください。

247

143
慰労金が交付された後に受給資格のない者がいたことが判明した場合、返還につ
いて、どのような手続きが必要ですか。また、受給資格があるのに申請漏れしてい
た職員がいた場合、申請方法はどのようですか。

返還手続については近日中に掲示する実績報告書の様式で申告してください。申請
漏れについては追加申請可能です。

253

144

当法人は既に慰労金の支給決定通知が発出されていますが、決定後に、３月まで
勤務していた職場から申請の案内が届いた職員が当法人におります。前職の場
合の申請額は２０万円のため、既に決定している支給額を返還して、前の職場か
ら改めて申請してもらうことは可能ですか。

その職員が退職した医療機関に勤めている間に当該医療機関が新型コロナウイルス
感染症患者や濃厚接触者の対応をした場合には２０万円の対象になりますが、もし医
療機関から新型コロナウイルス感染症対応として慰労金の申請があったならば、二重
取りはできませんので、既に行っている介護分の申請を取り下げない限り医療分の申
請は受理できません。介護分の申請取り下げは近日中に掲示する実績報告書の様
式で申告してください。

256

145

一度申請を出したパート職員が病院の勤務と兼務していることが分かり、病院の
方で申請するため、事業所の申請を取り消したいのですがどうすればよいでしょう
か。
また、業務委託先から派遣で来ている清掃の方々の申請を追加で提出したいので
すが、先に出している書式と同じものでよいのでしょうか。

その職員が退職した医療機関に勤めている間に当該医療機関が新型コロナウイルス
感染症患者や濃厚接触者の対応をした場合には２０万円の対象になりますが、もし医
療機関から新型コロナウイルス感染症対応として慰労金の申請があったならば、二重
取りはできませんので、既に行っている介護分の申請を取り下げない限り医療分の申
請は受理できません。介護分の申請取り下げは近日中に掲示する実績報告書の様
式で申告してください。
追加申請の書式は同じです。

260

146
振込口座申請を職員分口座（申請者人数分）にしたいのですが、様式はいつ掲載
されるのでしょうか。

県内全市町村あて様式を送付しました。 267

147
すでに退職した者の慰労金が振り込まれましたが、現在勤務している所で申請す
るため取り下げて欲しいとの連絡がありました。返金するにはどのような処理をす
ればよいでしょうか。

介護分の申請取り下げは近日中に掲示する実績報告書の様式で申告してください。 273
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148
慰労金を現金支給しますが、領収書を作成する際にどのような事を記載する必要
がありますか。記載例を教えてください。

支給対象者の住所、名前等、通常の領収書で本人が特定できる内容とされるもので
結構です。

302

149

慰労金支給に伴う振込手数料について、申請書には千円未満切り捨ての記載が
ありますが、申請マニュアルには「介護サービス事業所･施設等で発生する手数料
について、介護サービス事業所･施設等は、慰労金を職員に振り込む際に必要と
見込まれる振込手数料について、申請様式に計上することができます。なお、介護
サービス事業所･施設等は介護従事者への慰労金給付後に残額が生じた場合に
は、県との精算手続き時に当該残額を返還することになります。」とありますので、
千円未満切り上げで申請し、残額を返還する対応でよろしいでしょうか。

かまいません。近日中に掲示する実績報告書の様式で申告してください。 303-1

150
慰労金の代理受領が困難なため、個人用申請書を事業所でまとめて送付予定で
す。この場合、給付金に係る交付申請書や個票、職員表の提出は必要でしょう
か。

市町村であれば別途送付した様式で対応してください。それ以外の法人であれば個
人用申請書で受理しますので別途の交付申請書等は必要ありません。

304

151

令和2年5月末で退職した職員について、慰労金の給付対象者として申請していま
したが、その職員が死亡した場合、身内の方等が申請することは可能ですか。可
能な場合、本人の口座は凍結されているため身内の方名義の口座へ振り込んで
もよいのでしょうか。

亡くなったかたの分を申請することはできませんが、申請から交付決定までの間に亡
くなった場合であって身内の方から相続の申し出があった場合は、身内の方名義の
口座に振り込むことも差し支えありません。

312

152
慰労金の申請について、会社側から在籍証明をもらうのが難しいのですが、給与
明細（勤務日数記載）や退職届、退職承認書で代替えは可能ですか。また、申請
の期限はいつですか。

代替可能ですが職務内容が分かる書類も送付してください。期限はできるだけ１２月
中までにお願いします。

314

153

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金（介護分）に関するQ&A(秋田県
版)」の、「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業」
の「１１２」について、介護事業所には属さない学童、保育の職員の申請について
は、
① 国保連ではなく秋田県への申請になるのでしょうか。その場合の申請様式はど
のようですか。
② 国保連への申請で、現行の申請書式一式でよろしいですか。この場合は所属
する介護事業所がないので、一番関連性が高い事業所に属するように記載すべき
ですか。

空間を共有する事業所に属するように②の手法で申請してください。 320

154
慰労金について、9月分の支払決定がされましたが、対象期間内の勤務日数の
チェックミスで対象とならない者がおり、過剰に誤申請しておりました。返金をした
いと思いますが、手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

介護分の申請取り下げは近日中に掲示する実績報告書の様式で申告してください。 321

155
（様式３）介護慰労金受給職員表について、氏名に漢字やフリガナの誤入力があ
り、そのまま申請してしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか

個別に連絡を頂ければこちらで修正します。 324
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156

当法人では、介護慰労金の支給対象となる、給食業務・清掃業務等の委託業者職
員がおります。委託業者分の勤務10日以上の証明となる出勤簿・勤務表や、法人
と委託業者間での介護慰労金に係る委任状の締結等の書類を控えるのは必須と
なりますでしょうか。

後日の確認に使用することがあり得ますので控えておいてください。 325

157

各事業所の「（様式３）介護慰労金受給職員表」を法人単位で取りまとめするよう記
載されておりますが、法人でグループホームと地域包括支援センターを運営してい
る場合、両方の職員情報をまとめ、どちらかのシステムを使用して法人単位で申
請を行うということでよろしいですか。

法人単位で取りまとめた様式を国保連、県直接申請の両方に提出してください。 326

158
慰労金対象者で６月１８日から当法人で勤務している職員がいます。この職員が９
日間勤務、４日間公休の場合、対象となりますか。

対象になりません。 328

159

一つの建物内で一体的に運営している事業所において、事業所番号の指定を複
数受けている場合、職員表の「主たる勤務先」の事業所番号は、一つの事業所番
号で一本化してもよいでしょうか。
※施設内の委託業者や厨房職員、事務職員等を厳密に分けることが困難のた
め。

「主たる」ですので最も寄与している事業所番号でお願いします。 331

160
慰労金の申請に誤りがあり、該当する１名を２回記載してしまっていることが分かり
ました。よって、職員には慰労金を支給しましたが、１名分多く手元に残ってしまっ
ています。返金をしたいのですが、どのような手続きをしたらよいでしょうか。

介護分の申請取り下げは近日中に掲示する実績報告書の様式で申告してください。 336

161
様式2の職員数と様式3の職員表の人数は同じにするのでしょうか。
様式３には、職員でも慰労金の対象外の人も記載するのでしょうか。

基本的には対象者のみの人数でお願いしておりますが、様式２が対象外を含んでい
る人数の場合には様式３には「対象外」の職員も記載してください。

340

162

・当市では直営で地域包括支援センターを配置しており、今回は慰労金のみの申
請を検討しています。
・予算や支払の関係から、各職員の通帳へ直接の支払をお願いする予定となって
います。
質問１
　県へ郵送する申請様式の提出には、振込先について記載等がありませんが、各
職員への振込を希望する場合は追加の手続（保険者ではなく職員への支払を希
望する旨の記載等）が必要ですか。
質問２
　各職員への振込を希望する場合は、申請様式提出後に振込先について提出す
るのですか。

市町村には別途様式を送付しております。 341
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163
施設等では、本人がお金(財布)を持ってきてはいけないので、後で家族が施設に
理容料金をお支払いし、施設が理容店に支払っている場合は対象になりますか。

対象外になります。 351

164

受付番号73　で回答していただいたものです。当方は公立で直接請求する予定
で、保険者と連絡を取り合っていますが、いまだ申請様式の指示がありません。大
変申し訳ありませんが、いつごろまで待てばよいか目途だけでもお知らせ頂けない
でしょうか。

別途市町村に様式を送付しておりますので介護保険担当部局に御確認ください。 356

165
職員への慰労金の支給対象として、夜勤専門の介護職員に対しても令和2年3月6
日～6月30日の間に10日以上勤務したものも含まれますか。人材派遣の職員でも
勤務期間と勤務日数がクリアできれば申請対象になりますか。

含まれます。 359-1

実績報告

1
緊急包括支援給付金実績報告書提出の際の必要添付書類に”⑤県から各法人に
送付した給付決定通知の写し”とあり、支払通知書は保管しておりますが、⑤が見
つけられておりません。再度発行、もしくは未提出でも構いませんでしょうか。

給付決定通知の写しを添付できない場合は、給付決定通知の写しの代わりに「給付
決定通知の紛失について」を添付してください。なお、給付決定日、文書番号及び給
付決定額が確認できない場合は、メール又はFAXで御連絡ください。問い合わせの際
は、申請年月日、（交付申請書右上に記載の）法人名及び担当者名並びに連絡先
（電話番号）を必ず記載してください。

382  

2

慰労金の申請時に振込手数料5,000円を併せて申請し、交付いただきましたが、そ
の後、当施設が市営であることから指定金融機関から職員等への振込の際の手
数料はかからないことになりました。慰労金事業から5,000円減額分の申請方法は
どのようにしたらよろしいでしょうか。1回目の申請で、慰労金と振り込み手数料
2,605千円、感染症対策支援事業526千円、計3,131千円をすでに交付頂いており
ますが、後日当園が市営であることから振り込み手数料5千円が不要とわかりまし
た。
今後、2回目感染症対策支援事業の申請を予定しておりますが、その際に、あらか
じめ調整して、需用費から５千円を差し引いた額で申請することで実績報告後に返
還をしないように処理してもよろしいでしょうか。

慰労金の振込手数料５千円については、実績報告書の提出により、返還手続きをし
ていただく必要があります。2回目の感染症対策支援事業の申請は、調整することな
く、補助上限額と所要額を比較して低い方の額で申請をしてください。

375

3
慰労金の実績報告につきまして、HP上ではまだ示されていないかと思うのです
が、いつくらいになりますでしょうか。1名を、間違えて数に入れて申請してしまった
ため、返還手続きを行いたいのです。

実績報告の様式については、既にホームページに掲載しております。実績報告をして
いただいた上で、精算額について、後日、返金に必要な納付書を送ります。

377
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4

｢実績報告書（様式７）２．｣の｢品目・数量・金額等｣を記入する際、数量および金額
も必ず記載とありますが、手袋や洗剤などの消耗品は、購入する度に価格も規定
も異なることが多いです。購入回数も多く、このような場合はどのように記載すれば
いいでしょうか。ハンドソープ本体だったり詰め替え用であったり、詰め替え用でも
容量が違ったりしているため、枠内に記入しきれません。

数量・金額については、合計量、合計金額と平均単価を記載していただくのみで構い
ません（例：ハンドソープ・10本・7,000円（平均単価：700円））。本体も詰め替え用も同
じ品目として、分けずに御記載ください。ただし、支出内容を証明できる書類は、全て
保管しておいてください。

387

5

様式７について、2.感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の欄
の経費について、「品目・数量・金額等」を記入する際、数量および金額も必ず記
載とありますが、品薄状態だったため購入できるものであれば、メーカー・数量・金
額を問わず購入しており、また、同じ商品でも値上がりして価格が変更しているも
のもありますが、その場合でも、例えば、消毒剤 ＠500×1個 、マスク＠500×10、
マスク＠1,000×10 など、細かく明細を分けて記入したほうがよいのでしょうか。

品目は分けて記載していただく必要があります。数量・金額については、合計量、合
計金額と平均単価を記載していただくのみで構いません（例：マスク・10箱・10,000円
（平均単価：1,000円））。ただし、支出内容を証明できる書類は、全て保管しておいてく
ださい。

391 

6

施設内感染対策の環境整備費用、備品等の概算見積りで支援金の申請、交付決
定を受けてた場合、申請・交付決定が例えば① 整備費用　1,000,000円② 備品等
300,000円①+②1,300,000円だとして、実際かかった費用が①整備費用900,000円
②備品等400,000円①+②　1,300,000円の場合は、合計額は同じだが申請時と交
付金の使用用途が違う形となるが、返金等は必要かどうか。

「在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の中で、申請時の各科目の
所要額と実績報告時の各科目の所要額が異なっていても、これらの合計額が申請時
と実績報告時とで同額であれば、返還は不要です。

398

7
感染拡大防止等のための｢支援金｣の申請について、概算額ではなく実際に発生し
た費用で申請した場合、実績報告書の提供は不要ですか。

実際にかかった費用の金額で申請した場合でも実績報告書の提出は必要です。 399

8
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金の実績金額は税込み金額でしょ
うか。

税込み金額です。 401

9

「｢事業が完了した日｣とは、給付決定があった事業内容の納品および支払い等が
すべて完了した日を指します。」とありますが、当法人は月末締めの翌月支払いと
なっていますので、3月に納品になる物品は4月26日の支払いとなっております。そ
のため、｢事業が完了した日は最終的に4月26日になる予定ですが、その場合も実
績報告の提出期限は、3月31日でしょうか。

やむを得ない事情がある場合、３月中に支払い債務が確定しているものについての
み、４月以降の支払いでも、対象となりますが、この場合でも、実績報告の提出期限
は３月３１日です。

413

10
感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の記入について当事業
所は｢備品購入費｣のみですが、用途、品目、数量等に書ききれません。他の科目
を書き換えて記入してもよろしいですか。

用途、品目、数量等の記載については、書ききれない場合には、「明細表」（シート名：
個票_明細）に記入していただくこととしております。「明細表」１枚に書ききれない場合
は、明細表をコピーして記入してください。

415
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